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平成 19年度石綿ぱく露作業に係る認定事業場の公表に関する作業､

既公表事業場の所在地情報の公表に関する作業及び死亡年統計に関

する作業について (その2)

標記については､平成20年6月27日付け事務連絡 (以下 ｢6月27日付け事務連絡｣と

いう｡)により､各局に確認等作業を依頼し､各局からは作業結果報告を提出していただい

たところであるが､本省において当該結果報告の精査を行った上で､引き続き各局に標記

作業を行っていただくこととしている｡

ついては､別添 1 ｢公表対象事業場に対する確認等作業要領｣及び別添2 ｢既公表事業

場に対する事業場所在地の確認等作業要領｣を作成したので､下記により､所要の作業を

実施の上､その結果を本省に報告されたいO

記

1 平成 19年度石綿ぱく露作業に係る認定事業場の公表に関する作莱

別添 1｢公表対象事業場に対する確認等作業要領｣に基づき､所定の作業を実施の上､

平成20年8月27日 (水)までに報告すること｡

なお､別途 ｢事業場別リス ト｣及び ｢認定者別リス ト (事業場連番対応)｣を送付 (メ

ールに添付して送信)する｡



原則として本作業により確認された内容が公表予定情報となるが､再度本省において

内容を精査 t確認の上､公表することとしているo'

また.現時点において､公表の方法､期日については未定であるが､詳細が確定次第､

連絡することとしている｡

2 既公表事業場の所在地情報の公表に関する作業

別添2 ｢既公表事業場に対する事業場所在地の確認等作業要領｣に基づき､所定の作

業を実施の上､平成20年9月26日 (金)までに報告すること｡

なお､別途 ｢所在地情報確認リス ト｣を送付 (メールに添付して送信)する｡

3 死亡年統計に関する作業

作業内容等については､6月27日付け事務連絡の記の3により指示しているとおりで

あるが､今後の作業については別途指示する｡



見目日嗣 i

公表対象事業場に対する確認等作業要領

第 1 作業の目的及び概要

1 作業の目的

今回の作業の目的は､公表対象事業場 (以下 ｢事業場｣という｡)に対し､｢公

表予定内容確認票｣(様式2-1及び2-2)(以下 ｢確認票｣という｡)を送付 ･

回収することにより､

ア 事業場公表の趣旨･目的と公表予定内容を事前に通知し､公表について理解

を促すとともに公表予定内容に誤りがないことを確認させること

イ 事業場に送付した ｢確認票｣(｢事業場担当責任者｣等が記載されたもの)

を事業場から回収すること

り 公表に当たって､事業場が特に申し立てる事項 (以下 ｢特記事項｣という｡)

の有無と当該理由の適否を確認し､事業場公表を行う際に公表するリス ト(以

下 ｢公表リス ト｣という｡)に特記事項として記載する内容を確定すること

を目的として実施する｡事業場に対する公表予定内容の通知は､公表に関し､事

前に事業場の同意を得ることを目的とするものではないことに特に留意するこ

と｡

2 作業の概要

本省からは ｢事業場別リス ト｣及び ｢認定者別リス ト (事業場連番対応)｣を

労働基準行政情報システムの都道府県労働局 (以下 ｢局｣という｡)の労災補償

課長のメールア ドレスに送信する｡

(1) 事業場-の ｢確認票｣の送付及び回収

本省補償課 (以下 ｢本省｣という｡)から送信された ｢事業場別リス ト｣か

ら ｢確認票｣を作成 ･印刷 し､事業場へ送付する｡事業場に公表予定内容に誤

りがないか確認させた後､発送元の局又は労働基準監督署 (以下 ｢署｣という｡)

に ｢確認票｣を提出させる｡

(2) 事業場の申立てへの対応

｢確認票｣等の送付後､事業場から公表拒否などの申立てがなされた際には､

別紙 3 ｢事業場対応マニュアル (Q&A)｣に基づき､事業場名等の公表の趣

旨 ･目的を説明するとともに､事業場からの申立てを正確に聴取の上.申立て

内容に応じて特記事項として記載するよう指示するなど適切に対応すること｡

(3) ｢確認票｣の回答に基づく対応

公表対象事業場から回収 した ｢確認票｣の内容を確認し､当該内容を修正す
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る必要がある場合は､当該事業場に電話により修正点の説明を行うとともに､

修正することについて了解を得るなど適切に対応すること｡

(4) 本省報告

事業場から回収した ｢確認票｣等の関係資料について､本省職業病認定対策

室へ書留により郵送するか又は送信元 (本省)あてメールにて送信すること｡

第2 本省から送信するリス ト

1 リス トの概要

本省より､送信するリス トは次の2種類である｡

(1) 事業場別リス ト

6月27日付け事務連絡において作業依頼し､提出された ｢認定者別リス ト｣

を基に､事業場ごとに名寄せを行い､各事業場の情報をまとめたものである｡

(2) 認定者別リス ト (事業場連番対応)

6月27日付け事務連絡において作業依頼し､提出された ｢認定者別リス ト｣

を､各局の訂正を踏まえ､並べ替えを行い､かつ､上記 ｢事業場別リス ト｣に

おける ｢事業場連番｣を付したものである｡

なお､｢事業場連番｣は､ ｢事業場別リス ト｣と ｢認定者別リス ト (事業場

連番対応)｣ (以下 ｢認定者別リス トA｣という｡)における共通コー ドとな

っている｡

2 事業場別リス ト

(1) 構成

事業場別リス トは､エクセルファイルであり､次の9枚のシー トから構成さ

れている｡

ア 事業場別リス ト.日 認定者名及び支給決定時の事業場名等を一覧表とし

たもの｡

イ A表 日 ･平成 17年 7月29日に公表した ｢石綿ぱく露作業に係る労災認

定事業場一覧表｣の第 1表､第2表をまとめたもの｡

ウ B表 日 ･平成17年8月26日に公表した ｢石綿ぱく露作業に係る労災認

定事業場一覧表｣の第 1-1表､第 1-2表をまとめたもの｡

エ C表 ･I･平成 17年8月26日に公表した ｢石綿ぱく露作業に係る労災認

定事業場一覧表｣の第2-1表､第2-2表をまとめたもの｡

オ D表 ･- 平成20年3月28日に公表した ｢石綿ぱく露作業による労災認

定等事業場一覧表 (第 1表)｣

力 E表 日 ･平成20年3月28日に公表した ｢石綿ぱく露作業による労災認
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走等事業場一覧表 (第2表)｣

キ F表 日 ･平成20年6月 12日に公表した ｢石綿ぱく露作業による労災認

定等事業場一覧表 (第1表)｣

ク G表 - ･平成20年6月12日に公表した ｢石綿ぱく露作業による労災認

定等事業場一覧表 (第2表)｣

ケ 確認票の印刷 日 ･事業場別リス トから ｢公表予定確認票｣を自動印刷す

るためのもの｡

(2) 項目

事業場別リス トの項目は､次のとおりである｡

項目名の欄の背景色がピンク色の項目 (リス ト項目7､22､24から 28､43

から46)は､事業場に対し ｢確認票｣により通知する項目である｡

なお､事業場別リス トのデータについて誤り等が見つかり､訂正が必要であ

る場合は､局において訂正せず､本省職業病認定対策室職業病認定業務第2係

(以下 ｢認定業務第2係｣という｡)まで速やかに電話連絡 (内線5571､5572)

の上､様式8 ｢事業場別リス トの訂正一覧表｣を電子メールにて発信元あて提

出すること｡

ア 支給決定時の事業場名 【リス ト項目5】

リス ト項目4の ｢最終ぱく露作業当時の事業場名｣の支給決定時における

事業場名を記載している｡社名変更等により事業場名が変更となり､認定者

が複数いる場合で認定者ごとに支給決定時の事業場名が異なる場合は､当該

事業場名をNo.2及びN0.3に記載している｡

イ 事業場所在地 【リス ト項目7】

｢確認票｣に記載する事業場所在地である｡

り 認定件数 【リス ト項目22】

平成 19年度における事業場ごとの認定件数内訳であり､本認定件数は｢確

認票｣に記載する件数である｡

事業場における認定者の内訳については､認定者別リス トAを参照するこ

と｡

エ 石綿ぱく露作業の状況一覧 【リス ト項目23】

最終ぱく露事業場における認定者ごとの石綿ぱく露作業の状況を1から

36のコー ド番号により分類している(コー ド番号と石綿ぱく露作業について

は､様式3-1又は3-2の別紙を参考のこと｡)0

なお､本項目のコー ド番号を文字情報に変換したものが､【リス ト項目45】

である｡

オ 前回公表時の事業場名 【リス ト項目24】
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平成 17年以降の事業場公表において既に事業場名を公表している事業場

については､直近の公表時の事業場名を記載している｡

なお､本項目の情報は､確認嚢に記載される情報である｡

力 公表したぱく露作業 【リス ト項目25】

平成 20年3月及び6月に既に公表された事業場について､公表時のぱく

露作業を記載している｡

なお､本項目の情報は､確認票に記載される情報である｡

キ 事業場としての石綿取扱い期間 【リス ト項目26】

平成 17年以降の事業場公表において既に事業場名を公表している事業場

については､直近公表時の石綿取扱い期間を記載している｡

なお､建設業の場合は､確認票に記載されない｡

ク 現在の石綿取扱状況 【リス ト項目27】

平成 20年6月及び3月に公表された事業場について､前回公表時の石綿

ぱく露状況を記載している｡

なお､本項日の情報は､確認票に記載される情報である｡

ケ 特記事項 【リス ト項目28】

平成 17年以降の事業場公表において既に事業場名を公表している事業場

については､直近の公表時の特記事項を記載している｡

なお､本項目の情報は､確認票に記載される情報である｡

コ 事業場廃止確認 【リス ト項目29】

事業場廃止の場合､｢1｣を入力するO

サ 事業場への接触可否 【リス ト項目30】

事業場廃止等により､事業場へ確認票を送付ができない場合､｢1｣を入

力すること｡ただし､事業場が廃止している場合であっても､本社又は承継

事業場等に確認票の送付が可能である場合には.｢1｣を入力しないこと｡

シ 全体累計件数 【リス ト項目43】

同一事業場 (前回の累計グループ化作業において､同一であると判断した

事業場を含む｡)における平成 19年度までの累計件数について記載してい

る｡

なお､全体累計件数の内訳については､リス ト項目32から42を参照する

こと｡

ス 公表事業場名 【リス ト項目44】

公表する事業場名を記載している｡

本項目には､原則として ｢最終ぱく露作業当時の事業場名｣ (以下 ｢最終

ぱく露事業場名｣という｡) (リス ト項目4)を記載しているが､ ｢支給決
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定時の事業場名｣ (リス ト項目5)が ｢最終ぱく露事業場名｣と異なる場合

には､括弧書きで支給決定時 (現在)の事業場名を付記 している (例えば､

｢支給決定時｣が ｢○○造船㈱｣で､ ｢最終ぱく露時｣が ｢□ロ ドッグ㈱｣

の場合は､ロロ ドッグ㈱ (現 ○○造船㈱)となる｡)｡なお､支給決定後

に事業場名が変更されたことにより､支給決定時の事業場名と現在の事業場

名が異なる場合は､括弧書きには現在の事業場名を付記している｡

なお､本項目の情報は､確認票に記載される情報である｡

セ 石綿ぱく露作業状況 【リス ト項目45】

平成19年度の認定者における石綿ぱく露作業状況について記載している｡

本項目は､確認票に記載される情報であるが､平成 20年3月及び6月に

公表 した事業場については､本項目の情報ではなく､リス ト項目 25のぱく

露作業が確認票に記載される｡

ソ 同一事業場として決定件数を累計する事業場名 【リス ト項目46】

累計件数を計算する際に､同一事業場として決定件数を累計する事業場名

を記載している｡

なお､当該事業場名の根拠を確認する場合は､リス ト項目47-55を参照

すること｡

第3 事業場への ｢確認票｣の送付及び回収

1 公表予定内容の事前確認のため事業場に送付する書類について

今回の作業に当たり､事業場に送付する書類は､下記(1)から(3)のとおりであ

る｡今回の作業に係る様式については､別添1 ｢作業に係る様式集｣を参照する

こと｡

また､｢確認票｣の作成及び送付については､下記2及び3によること｡

なお､一人親方等の特別加入者､事業場不明については､公表予定内容の事前

確認のための書類は一切送付する必要はない (中小事業主等の特別加入者には､

｢確認票｣を送付すること｡)｡廃止された事業場については､後記3の(3)の ｢廃

止された事業場に対する対応｣によること｡

(1) すべての事業場共通

｢石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場名等の公表予定内容の確認につい

て｣(以下 ｢事業場あて通知文｣という｡)(様式 1)

(2) 建設業以外の事業場

ア 公表予定内容確認票 (様式2-1)

イ ｢公表予定内容確認票｣の記入要領 (ご確認及び修正について)(以下 ｢確

認票記入要領｣という｡)(様式3-1)
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ウ 船舶製造又は修理業に係る石綿取扱い状況確認票 (様式4)※

※ 様式4は ｢事業場別リス ト｣の ｢当時の業種｣に業種コー ド59(船舶製

造又は修理業)が入力されている事業場についてのみ上記ア及びイの書類

と併せて送付すること｡

(3) 建設業の事業場

ア 公表予定内容確認票 (建設業)(様式2-2)

イ 確認票記入要領 (建設業)(様式3-2)

2 ｢確認票｣等の作成 ･印刷について

本省から送信する ｢事業場別リス ト｣のエクセルファイルに ｢事業場あて通知

文｣(様式 1)及び ｢確認票｣の作成 ･印刷フォーマットが添付されているので､

別紙2 ｢公表予定内容確認票の作成 ･印刷マニュアル｣に基づき､エクセルデー

タより ｢確認票｣を作成 .印刷すること｡

なお､建設業と建設業以外とでは公表予定内容が異なることから､建設業以外

の事業場に送付する ｢確認票｣(様式2-1)と建設業の事業場に送付する ｢確

認票 (建設業)｣(様式2-2)の二種類を事業場の業種に応じて作成 ･印刷する

こと｡

また､事業場に対する確認及び修正方法を解説した ｢確認票記入要領｣(様式

3- 1及び3-2)も建設業以外の事業場に送付するものと建設業の事業場に送

付するものとの二種類があるので､事業場の業種に応 じて､別紙 1 ｢作業に係る

様式集｣から､それぞれコピーして使用すること｡

事業場- ｢確認票｣を送付する際に添付する ｢事業場あて通知文｣(様式 1)

は､事業場の業種を問わず同一のものを使用するので留意すること｡

｢確認票｣を印刷した後には､必ず ｢事業場別リス ト｣の各記載データ及び発

送元である局又は署名､担当者名､連絡先 (電話番号､ファクシミリ番号)につ

いて､誤 りがないかチェックすること.

さらに､｢事業場別リス ト｣の ｢当時の業種｣に業種コー ド59(船舶製造又は

修理業)が入力されている事業場については､別紙 1｢作業に係る様式集｣の ｢船

舶製造又は修理業に係る石綿取扱い状況確認票｣(様式4)に発送元である局又

は署名､担当者名､連絡先 (電話番号､ファクシミリ番号)を記入の上､印刷し､

作成すること｡

3 ｢確認票｣を送付する事業場について

(1) ｢確認票｣の送付等に当たっての基本的事項

事業場への ｢確認票｣の送付に当たっては､送付に要する日数を考慮し､達
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達により郵送とすること｡また､個人情報漏えい防止等の観点からファクシミ

リによる事業場への確認票の送信は厳禁とする｡

また､｢事業場別リス ト｣の r当時の業種｣に業種コー ド59(船舶製造又は

修理業)が入力されている事業場については､現在の石綿の取扱い状況をより

正確に把握するために､｢確認票｣と併せて ｢船舶製造又は修理業に係る石綿

取扱い状況確認票｣(様式4)を事業場に送付すること｡

事業場からの ｢確認票｣及び ｢船舶製造又は修理業に係る石綿取扱い状況確

認票｣(様式4)の回答については､事業場の負担を軽減する観点から､ファ

クシミリによる回答を主とし､郵送による回答も可とすること｡

したがって､行政から事業場に送付する ｢確認票｣及び ｢船舶製造又は修理

業に係る石綿取扱い状況確認票｣(様式4)には､発送元の局又は署のファク

シミリ番号を漏れなく正確に記載すること｡

(2) 送付先の所在地の確認

認定当時の資料､適用徴収システムの事業場検索､事業場のホームページ又

は電話番号案内等を活用して､間違いのないように送付先の所在地を確認し､

当該所在地あてに ｢確認票｣を送付すること｡

なお､類似の名称の事業場が存在することもあるので､個人情報漏えい防止

等の観点からも送付先の所在地については複数者による確認を行うこと｡

(3) 廃止された事業場に対する対応

事業場が廃止された場合であっても､法人が存在するもの (廃止事業場の債

権債務を継承している法人であって名称が異なるものを含む｡)は勿論のこと､

廃止された事業場の元事業主等についても､上記(2)により送付先の所在地を

確認し､送付先を把握できたときには当該所在地あてに ｢確認票｣を送付する

こと｡

なお､事業場の廃止が確認できていないものについては､労災認定時の資料

等をもとに現地に赴き､所在地の確認を行い､所在地を把握できた場合には､

当該所在地へ ｢確認票｣を送付すること｡

廃止された事業場については､｢事業場別リス ト｣の 【リス ト項目29】の ｢事

業場廃止の確認｣に赤字で rl｣を入力することOさらに､当該事業場の連絡

先が不明であり､事業場に ｢確認票｣を送付できない場合には､【リス ト項目

30】の ｢事業場への接触可否｣に赤字で ｢1｣を入力すること｡

したがって､事業場は廃止されているが､確認票を送付する事業場や事業主

がある場合には､【リス ト項目29】の ｢事業場廃止の確認｣に赤字で ｢1｣を

入力するが､【リス ト項目30】の ｢事業場への接触可否｣には入力しないこと｡

(4) あて先不明により返送された場合の対応

-7-



送付した ｢確認票｣が､宛先不明等の理由により､事業場へ配達されず､発

送元の局又は署に返送された場合には､公表対象事業場に対して電話により移

転先の所在地を確認し､移転先の所在地を確認できた場合には､当該所在地へ

｢確認票｣を送付すること｡

(5) 事業場の連絡先が不明の場合

事業場の移転により連絡先が把握できない場合には､その時点で把握してい

る所在地に赴き､移転先の所在地等の情報を収集し､移転先の所在地が判明し

たときには､当該所在地へ ｢確認票｣を送付すること｡

また､移転先が判明しない場合には､事業場廃止として取り扱い､｢事業場

別リス ト｣の 【リス ト項目27】の ｢現在の石綿取扱い状況｣に ｢事業場廃止｣

と赤字で入力すること｡この場合には､｢確認票｣の送付を要しない｡さらに､

上記(3)と同様､｢事業場別リス ト｣の 【リス ト項目29】､【リス ト項目 30】の

入力を行うこと｡

4 事業場からの ｢確認票｣の回答期限の設定及び未回答事業場への対応について

(1) 回答期限の設定

事業場からの ｢確認票｣の回答期限については､局において､事業場数に応

じて設定することとするが､概ね送付後 1週間を目処に設定すること｡

(2) 回答期限までに回答がない場合の対応

回答期限までに回答がない事業場に対しては､回答期限の当日中に電話によ

り督促を行い､ファクシミリによる回答を依頼すること｡また､ファクシミリ

による回答を得ることが国難な場合には､電話により事業場担当責任者から

｢確認票｣に記載された内容に誤りがないかなど聴取すること｡電話により記

載内容の確認を行った場合には､当該事業場の ｢確認票｣を再度印刷し､当該

｢確認票｣に､電話により聴取した内容を記載するとともに､｢確認票｣の余

白に聴取した日時､行政の聴取担当者の職氏名及び事業場担当責任者の職氏名

を記載すること｡

また､船舶製造又は修理業に係る事業場に送付する ｢船舶製造又は修理業に

係る石綿取扱い状況確認票｣(様式4)について回答期限までに回答されない

場合には､回答期限の当日中に電話により督促を行い､ファクシミリによる回

答を依頼すること｡ファクシミリによる回答を得ることが困難な場合には､電

話により事業場担当責任者から直接､回答内容を聴取すること｡電話により回

答内容を聴取した場合には､当該事業場の ｢船舶製造又は修理業に係る石綿取

扱い状況確認票｣(様式4)を再度作成し､当該 ｢石綿取扱い状況確認票｣に､

電話により聴取 した内容を記載するとともに､当該 ｢石綿取扱い状況確認票｣
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の余白に聴取した日時､行政の聴取担当者の職氏名及び事業場担当責任者の職

氏名を記載すること｡

(3) 電話による確認についても拒否をする場合の対応

電話による確認についても拒否する事業場に対しては､別紙3 ｢事業場対応

マニュアル (Q&A)｣に基づき､改めて公表の趣旨 ･目的を説明した上で､

送付した ｢確認票｣の内容により公表する旨を伝達するとともに､事業場が回

答を拒否する理由を聴取し､｢回答 ･公表拒菅事業場に関する情報｣(様式5)

に当該事業場の申立て内容を記載し､速やかに送信元あてにメールにより送信

すること｡

第4 事業場の申立てへの対応

1 事業場の申立てへの対応に関する基本的姿勢

｢確認票｣の送付後､事業場から公表を拒否するなどの申立てがなされること

が想定されるが､事業場への公表予定内容の確認は､事業場名等を公表すること

についての事業場からの同意を得ることを目的とするものではなく､正確な情報

を広く国民に提供することにある｡事業場からの苦情等の申立てについては､別

紙3 ｢事業場対応マニュアル (Q&A)｣に基づき対応すること｡

また､申立ての内容によっては､特記事項として記載することにより､より正

確な情報となるものもあることから､事業場からの申立てについては正確に聴取

すること｡

2 事業場の申立てに基づく対応

事業場から申立てがあった場合は､次のとおり対応すること｡

なお､公表内容に対する申立てについては､後記第旦により対応すること｡

(1) 事業場不明の判断

公表対象事業場から､当該事業場において石綿ぱく露作業は全くない旨等の

申立てがあった場合は､事業場の申立て内容を十分に確認した上で､公表対象

事業場として妥当であるか判断すること｡

なお､事業場不明とすることが適当な事業主の申立の内容としては､次のア

及びイのような場合がある｡

ア 当該事業場においては､出張作業も含めて石綿ぱく露作業 (間接的な石綿

ぱく露を受ける作業を含む)はなかったと認められる場合

イ 労災保険適用がある最終石綿ぱく露事業場ではなかったと認められる場
E≠ヨ
l=】

ただし､いずれの場合においても､調査復命書や聴取書等の資料を精査し､
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石綿ぱく露作業が行われていたことや最終石綿ぱく露事業場であることが確

認される場合には公表対象事業場として取り扱うこと｡

また､事業場不明との判断に至った場合には､本省あて電話連絡した上で､

｢事業場の申立てに基づき事業場不明と判断した理由書｣(様式6)に事業場

からの申立ての内容及び判断の根拠を具体的に記載し､調査復命書等の当該判

断に至った根拠となった資料を添付して､当該理由書 (様式6)を送信元あて

メールにより送信すること｡

(2) 特記事項として取り扱う場合

事業場からの申立ての内容によっては､特記事項として記載することにより､

より正確な情報となるものもあることから､申立て内容を正確に聴取し､別紙

3 ｢事業場対応マニュアル (Q&A)｣に基づき､特記事項として ｢確認票｣

に記載するよう説明すること｡

(3) 公表を拒否する事業場への対応

事業場から公表を拒否する旨の申立てがなされた場合には､申立ての内容を

正確に聴取し､別紙3 ｢事業場対応マニュアル (Q&A)｣に基づき､公表の

趣旨･目的等を踏まえ､事業場が申立てる内容によっては特記事項として ｢確

認票｣に記載するよう､十分に説明すること｡

十分に説明をしても､なお公表を拒否する旨の申立てをする事業場について

は､送付した ｢確認票｣の内容により公表する旨を再度説明するとともに､｢回

答 .公表拒否事業場に関する情報｣､(様式5)に当該事業場の申立て内容を記

載の上､速やかに送信元あてメールにより送信すること｡

第 5 ｢確認票｣の回答に基づく対応

1 ｢確認票｣の回答の内容確認

公表対象事業場から ｢確認票｣が返送され､各項目について訂正や追加があっ

た場合については､後記2の｢各項目の考え方と対応方針｣に基づき確認を行い､

事業場が記載した内容について修正の必要があると判断した場合は､当該事業場

に対し電話により､修正することについて了解を求めること｡

修正の了解を求めた結果､了解が得られた場合は､修正した内容を ｢確認票｣

の該当する欄に記載するとともに､｢確認票｣の欄外に､了解した日時､行政の

担当者職氏名及び了解した事業場の担当者の職氏名を記載すること｡

修正の了解を求めた結果､了解が得られない場合は､｢確認票｣の欄外に､了

解が得られなかった内容､了解を求めた日時､行政の担当者職氏名及び事業場の

担当者の職氏名を記載すること｡
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2 各項目の考え方と対応方針

(1) ｢事業場名｣

｢事業場名｣には､最終ぱく露事業場名を記載する｡名称変更､合併､分社

化等により､現在の事業場名と最終ぱく露事業場名が違う場合は､( )内に

｢(現 〇〇〇)｣のように現在の事業場名を記載する｡

事業場廃止の場合は､原則として最終ぱく露事業場名のみを記載するが､法

人 (債権債務を継承している名称が異なる法人を含む｡)が存在する場合は､

最終ぱく露事業場名とともに ( )内に法人名を記載する (例えば､A工業㈱

のB工場は廃止されたが､A工業㈱自身は法人として他の場所で存在している

場合は､A工業㈱ B工場 (A工業㈱)と記載する｡また､C造船㈱ D工場が廃

止され､法人は名称変更してE㈱となっている場合は､C造船㈱ D工場 (E㈱)

と記載する｡)｡

公表対象事業場が個人事業主である場合は､屋号がある場合には屋号を記載

するとともに､当該個人事業主の氏名については､当該氏名ではなく､単に｢(個

人名)｣と記載する (屋号と個人名のある事業場については､例えば ｢00工

業 (個人名)｣と記載し､.屋号のない事業場については､｢(個人名)｣と記載す

る｡)｡

公表対象事業場から､｢確認票｣により､事業場名 (現在の事業場名を含む｡)

の訂正又は削除があった場合は､公表対象事業場に訂正等の理由を確認し､合

理的な訂正等の理由がない場合は訂正等の希望に応じられない旨を説明する

こと｡

(2) ｢事業場所在地｣

｢事業場所在地｣は､公表対象事業場の支給決定時の所在地を記載する｡

ただし､事業場廃止の場合は､廃止した当時の事業場所在地を記載する｡事

業場廃止後､市町村の合併等により所在地の表記が変更されたとしても､廃止

した当時の表記の事業場所在地を記載する｡

なお､造船業等の構内下請である場合であっても､○○会社㈱構内等といっ

た表記については差し控え､所在地の表記のみを記載すること｡

なお､建設業であって､最終ぱく露作業を行った現場が明らかである場合で､

当該現場において有期事業として労働保険を成立している場合は､現場の所在

地を記載し､その他最終ぱく露作業を行った現場が不明である場合等について

は事務所の所在地を記載する｡

所在地は､｢丁目｣､｢番地｣､｢号｣まですべて記載することとし､公表対象

事業場から､所在地を削除してほしい旨の訂正があっても､要望に応じられな

い旨を説明すること｡
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公表対象事業場から､｢確認票｣により､事業場所在地の訂正があった場合

は､訂正された所在地がどのようなものであるか確認をし､確認した結果､認

定等を行った監督署の管轄外の本社の所在地である等公表する所在地として

問題がある場合は､当該事業場に電話し､修正を依頼すること｡

(3) ｢石綿ぱく露作業状況｣

｢石綿ぱく露作業状況｣は､｢確認票記入要領l(様式3-1及び3-2)の

別紙 ｢石綿ぱく露作業一覧表｣のとおりの定型化した記載とする｡

｢確認票｣の ｢石綿ぱく露作業状況｣欄の記載が､｢確認票記入要領｣(様式

3-1及び3-2)の別紙 ｢石綿ぱく露作業一覧表｣の中から選択されず､具

体的な記述となっている場合は､事業場の回答を吟味した上で､｢石綿ぱく露

作業状況については､簡潔でわかりやすい情報提供を行うため､類型化して公

表することとしている｡｣旨を説明し､事業場に定型化した記載とするように

理解を求めること｡

また､｢確認票｣により､定型化した記載の一部を削除する等の訂正を行っ

ている場合についても､事業場に理解を求め､必要に応じ､必要な事項を特記

事項に記載するように説明すること｡

(4) ｢労災法支給決定件数｣及び ｢特別遺族給付金支給決定件数｣

署が当該事業場を最終ぱく露事業場として､平成 19年度に認定等を行った

労災塩陰給付及び特別遺族給付金の件数 (労災保険給付は､肺がん及び中皮腫

の件数､特別遺族給付金は､肺がん､中皮腫及び石綿肺の件数｡以下同じ｡)

を記載する｡労災認定件数のうち死亡の件数については､被災労働者に対し遺

族補償給付を最初に支給決定した場合 (療養補償給付又は休業補償給付と同時

に遺族補償給付決定した場合も含み､療養補償給付又は休業補償給付を支給決

定した後に遺族補償給付を支給決定した場合を除く｡)に計上する｡

公表対象事業場から ｢当社で把握している件数と異なる｡｣旨の申立てがな

された場合には､事業場で把握している件数と行政で把握している件数の相違

について確認し､その結果､事業場が把握している件数が誤っている場合には､

事業場に対し正しい件数を説明すること｡

また､行政の件数が明らかに誤っていることが判明した場合には､速やかに

本省あて電話 (内線5572､5468)により報告すること｡

なお､事業場から支給決定件数の確認について照会がなされた場合であって

も､労働者氏名については､個人情報保護の観点から回答しないこと｡

(5) ｢労災法支給決定累計件数｣及び ｢特別遺族給付金支給決定累計件数J

署が当該事業場を最終ぱく露事業場として､平成 19年度までに認定等を行
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った労災補償給付及び特別遺族給付金の件数 (同一の事業場であれば､最終ぱ

く露時の事業場名が異なっても同一事業場として累計する｡)を記載する｡

平成 19年度までに認定等を行った労災保険給付及び特別遺族給付金の件数

は､上記(4)の件数に平成18年度以前の認定等の件数を合算した件数であるが､

平成 18年度以前の認定等の件数は､過去4回の事業場公表によって当該事業

場の認定等の件数として公表している件数である｡

事業場から ｢当社で把握している件数と異なる｡｣旨の申立てがなされた場

合には､事業場で把握している件数と行政で把握している件数の相違について

確認 し､その結果､事業場が把握 している件数が誤っている場合には､事業場

に対し正しい件数を説明すること｡

(6) ｢事業場としての石綿取扱い期間｣及び ｢現在の石綿取扱い状況｣

本年3月又は6月に事業場公表している事業場については､局又は署から送

付する ｢確認票｣の ｢事業場としての石綿取扱い期間｣及び ｢現在の石綿取扱

い状況｣には､本年3月又は6月に事業場公表の際に公表したデータを記載す

る｡過去に事業場公表されたことのない事業場等その他の事業場については､

空白とする｡

したがって､回答された ｢確認票｣の ｢事業場としての石綿取扱い期間｣及

び ｢現在の石綿取扱い状況｣が空白である場合は､必ず公表対象事業場に対し

内容を確認した上で､当該内容を記載すること｡

｢事業場としての石綿取扱い期間｣について､不明である又は確認しても回

答がない場合は､｢確認票｣には ｢-｣を記載すること｡また､年等が定かで

はない場合は､｢○年頃｣としても差し支えない｡現在の石綿取扱い状況が ｢取

扱いあり｣の場合は､｢現在｣とすること｡

｢現在の石綿取扱い状況｣について､事業場から ｢取扱いあり｣と回答があ

った場合は､内容を十分に確認し､本省に確認することとするが､原則として､

｢取扱いあり｣は､禁止が猶予されている製品の取扱い等､労働安全衛生法第

55条の適用の猶予等がされているもの以外にはないことに留意すること｡

また､次の場合は､｢その他｣とすること｡

ア 事業場設備に保温材､パッキン､機械等に組み込まれた石綿含有部品があ

り､将来､交換､修理が必要になったときには取り扱うことがある場合

イ 修繕する船舶によっては石綿が使用されていることがあるため､船舶修繕

に当たって取り扱うことがある場合

り 事業場では取 り扱いはないが､出張先で石綿含有部品を取り扱う可能性

(間接ぱく露する可能性)がある場合

なお､事業場の建屋の屋根スレー ト､天井裏等の吹き付け材に石綿があり､
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これらについて将来解体撤去が発生しうる場合については､｢取扱いなし｣と

すること｡

(7) ｢特記事項｣

｢特記事項｣ついては､公表に当たり､石綿取扱い状況等について正確な情

報提供を行うため､事業場から特に申し立てる内容がある場合に記載するもの

であり､事業場の申立て内容をすべて記載するものではない｡

平成 17年7月､同年8月､本年3月又は同年6月に事業場公表している事

業場については､局又は署から送付する ｢確認票Jの ｢特記事項｣のうち ｢前

回公表内容に基づく記載｣には､平成 17年7月､同年8月､本年3月又は同

年6月の事業場公表の際に公表した内容を記載し､回収した ｢確認票｣におい

て､削除又は修正がない場合は､そのまま公表リス トに記載する｡

また､｢特記事項｣として記載すべき代表例 (建設業以外の事業場にあって

は1-9､建設業の事業場にあってはア～オ)を ｢確認票｣の ｢特記事項｣の

欄に印字しており､今回の確認作業において､事業場が特記事項を記載する場

合には､代表例から選択できるようにしている｡

｢前回公表内容に基づく記載｣が記載され､かつ､代表例の選択がされてい

る場合であって､それぞれの内容に整合性がないときは､事業場に電話し､内

容の確認を行った上､必要に応じ修正すること｡

また､事業場が ｢確認票｣の ｢特記事項｣の欄に印字している代表例の中か

ら特記事項を選択せず､建設業以外の事業場にあっては ｢10｣､建設業の事業

場にあっては ｢力｣を選択した上で､特記事項として具体的な記載をしている

ものについては､まず､特記事項の記載内容が代表例にあてはまるか否かを判

断し､あてはまる場合には､事業場に電話し､特記事項を代表例の記載に修正

することについて了解を求めること｡

特記事項の記載に当たり､事業場に対して内容の確認を行った場合には､

｢確認票｣の余白に確認を行った日時､事業場対応者及び行政担当者の職氏名､

事業場の了解の有無及び了解が得られた場合には修正後の特記事項を記載す

ること｡

なお､廃止事業場であるが ｢確認票｣を送付している場合にあっては､必ず

廃止された年月が記載されているか確認し､記載がない場合は､連絡先の事業

場等に電話により廃止年月を聴取し､記載することについての了解を得ること｡

(8) 前回公表時の事業場名

平成 20年6月以前に事業場公表している事業場の場合は､直近に公表した

事業場名を記載する｡

公表対象事業場から､｢確認票｣により､事業場名の訂正又は削除があった

-14-



場合は､過去の公表の事実を記載しているに過ぎないことから､明らかに異な

る事業場を記載 している等間違っている場合を除き､訂正等の希望に応じられ

ない旨を説明すること｡

(9) 同一の事業場として決定件数を累計する事業場名

同一の事業場であるが､企業名の変更や工場名の変更等により､複数の認定

者により複数の最終ぱく露事業場名を公表している場合は､同一の事業場とし

て決定件数を晃計する必要があることから､累計対象となっている最終ぱく露

事業場名を記載する｡

公表対象事業場から､｢確認票｣により､事業場名の訂正又は削除があった

場合は､記載 している理由を説明し､同一の事業場ではない最終ぱく露事業場

が記載されている場合は､｢確認票｣を訂正して回答してほしい旨を説明し､

また､間違っていない場合は訂正の希望に応じられない旨を説明すること｡

第6 本省報告

事業場から回収 した ｢確認票｣等の関係資料については､平成20年 8月 27日

(水)まで (厳守)に本省職業病認定対策室へ書留 (速達)で送付するか又は送

信元 (本省)あてメールにて送信すること｡

なお､電子メールで報告する場合は､事業場から回収した ｢確認票｣等につい

ては､ PDFに変換して本省に送信するメールに添付すること｡

また､｢事業場別リス ト｣については､メールで返送をお願いするが､｢事業場

別リス ト｣については､前記第3の3の(3)及び(5)の場合を除き､事業別リス ト

の訂正一覧表 (様式8)により訂正内容を把握することから､当該リス トの訂正

入力の必要はない｡

今回の作業により､本省へ提出する書類は､別表のとおりとする0

なお､確認作業の対象となる事業場数が少ないなどの理由により､提出期限前

に作業が終了した場合には､本省において精査 ･確認のための迅速な作業が必要

となることから､作業終了次第速やかに関係書類を提出されるよう協力をお願い

三重｣.

第7 その他

1 情報管理の徹底

本件作業に当たっては､従前からの指示どおり､情報管理に万全を期すること｡

2 本件作業に係る本省照会先

労災補償部補償課職業病認定対策室認定業務第2係 (内線 :5572､5468)

(担当 :辻､大井､東川)
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(別表)

補償課提出書類一覧

提出する書類 補償課あて送付 .送信するとき 提出の時期 .方法

公表予定内容確認票 必ず提出 8月27日(水)

(様式2-1及び2-2) ※ 文書回答がなされず､事業場からの 郵送 (書留 .速達)

聴取により､行政が記載したものも含む. 電子メール

船舶製造又は修理業に係る 船舶製造又は修理業に関する事業場につ 8月27日(水)

石綿取扱い状況確認票 (樵 いて必ず提出 郵送 (書留 .速達)

式4) ※ 文書回答がなされず､事業場からの聴取により｣行政が記載したものも含むo 電子メール

回答 ..公表拒否事業場に関 (彰 事業場が公表予定内容確認票の回答 随時 .電子メール

する情報 (様式5) を拒否する場合､② 行政が十分な説明を尽くしても事業場が公表を拒否している場合

事業場の申立てに基づき事 事業場からの申立て内容を精査 した 結 随時 .電子メール

業場不明と判断した理由書 果､局として r事業場不明｣との 判断に

(様式6) 至った場合

調査復命書等の資料 様式5を提出する場合 随時 .電子メール

事業場としての石綿取扱い 建設業以外の事業場からの公表予定内 8月27日(水)

状況に関する訂正依頼票 容確認票の回答において､｢事業場 とし 郵送 (書留 .速達)

(様式7) ての石綿取扱い期間｣及び ｢現在の取扱い状況｣が訂正されている場合であって局の説明に了解が得られない場合 電子メール

事業別リス トの訂正一覧表 事業場別リス トのデータについて誤り 随時 .電子メール

(様式8) 等を見つけ､訂正が必要である場合

事業場別リス ト 【リス ト項目27､29､ 30】について 8月27日(水)

※ 1 電子メールの送信については､事業場別リス トの本省送信元に返信すること｡なお､

電子データがない場合は､紙媒体をスキャナー等によりPDF形式に変換 して､メー

ルにて送信すること｡

※2 郵送の本省宛先は補償課職業病認定対策室選定業務第二係とすること0
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別紙 1

作 業 に 係 る 様 式 集

標 題

様式2-1

様式2-2

様式3-1

様式3-2

石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場名等の公表予定内

容の確認について

公表予定内容確認票

公表予定内容確認票 (建設業)

｢公表予定内容確認票｣の記入要領

(ご確認及び修正について)

※別紙 ｢石綿ぱく露作業一覧表｣あり

｢公表予定内容確認票｣の記入要領

(ご確認及び修正について)(建設業)

※別紙 ｢石綿ぱく露作業一覧表｣あり

船舶製造又は修理業に係る石綿取扱い状況確認票

回答 ･公表拒否事業場に関する情報

事業場の申立てに基づき事業場不明と判断した理由書

事業場としての石綿取扱い状況に関する訂正依頼票

訂正一覧表



(様式 1)

平成 20年〇月〇日

( 事 業 場 名 )

代表者 様

( 発 出 者 名 )

石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場名等の公表予定内容の確認について

日頃より労働基準行政の運営について､御理解､御協力を賜り､厚く御礼申し上げます｡

さて､石綿による健康被害については､近年大きな社会問題となっており､厚生労働省においても､

石綿による健康被害防止のための各種対策に取り組むとともに､石綿による疾病を発症された方につい

て､その迅速な労災補償等に取り組んでいるところです｡

今般､その取組の一つとして､平成 19年度において､｢労働者災害補償保険法｣又は ｢石綿による健

康被害の救済に関する法律｣に基づき石綿関連疾患として労災誰定等された労働者 (元労働者等を含

む｡)が所属していた事業場について､同封した ｢公表予定内容確認票｣により公表することとしてお

り､貴事業場につきましてもその対象となっております｡

つきましては､別添 ｢公表予定内容確認票｣の記載内容をご覧いただき､修正のない場合には､事業

場担当責任者名等を記載 して頂き､また､記入又は修正する事項がございましたら該当部分を記入又は

修正の上､下記あて〇月〇日 (○)までにファクシミリ又は郵送により回答願います｡

なお､貴事業場での石綿取扱い作業等について特に付記すべき事項 (出張作業のため事業場内での石

綿の取扱いがない等)がございましたら､公表の際に特記事項として掲載することがありますので別系氏

｢公表予定内容確認票｣の5 ｢特記事項｣欄の該当する項目を選択し､当局あて回答願います｡

また､既に公表された事業場につきましても､新たに事業場の所在地情報を追加することとしました

ので､6 ｢前回公表時の事業場名｣欄が記載されている事業場におかれましては､過去に公表した ｢石

綿ぱく露作業による労災認定等事業場一覧表｣の貴事業場の欄に､｢公表予定内容確認票｣の事業場所

在地が記載されることとなりますので､御承知おきください｡

問い合わせ先

○○労働局 労働基準部 労災補償課

所在地 :

TEL :

FAX :

担 当 :

事業場名等の公表について

石綿による疾病については､石綿にぱく露 してから発症するまでの期間が非常に長く､この

ため､労働者に発症 した健康障害が業務によるものか気づきにくいという特徴がありますoま

た､事業場周辺地域-飛散 した石綿による周辺住民の健康不安も生 じていますoこのため政府

は､｢隙間のない救済｣､｢国民-の不安の解消｣を目指 して石綿問題に取 り組んでいるところ

であり､既に平成 17年 7月､同年 8月､平成 20年 3月及び同年 6月に､｢労働者災害補償保

険法｣又は ｢石綿による健康被害の救済に関する法律｣に基づき石綿関連疾患として平成 18年度

以前に労災認定等された労働者が所属していた事業場について公表を行ってお りますo



公表予定内容確認票

1 事業場名※ ( )書きがある場合は､現在の事業場名

事業場所在地

1(ア) 事業場としての石綿取扱い期間 使用開始時期使用終了時期

1(イ) 現在の石綿取扱い状況

2 労災法支給決定件数 肺がん 辛皮19年度 嘉 蓋

うち死亡

中皮腰

うち死亡

3 特別遺族給付金支給決定件数 肺がん
] 中皮腫

石綿肺

4 石綿ぱく露作業

5 特記事項 前回公表した特記事項付記すべき事項が 1 事業場での石綿取扱いなし (2-6を除く○)

2 出張作業であり事業場内での取扱いなし

3 構内での作業

4 出張作業での間接ぱく露

5 造船所内での間接ぱく露

あれば該当するものにOをつけ記入 6 工事現場での間接ぱく露 .
してください. 7 - 年～ 月に -移転

8 " 年- 月に事業場廃止

9 他の事業場での作業歴あり

10 1-9以外で特に記入すべき事項があれば記入してください.

6 前回公表時の事業場名

(事業場担当責任者) 所属

役職 氏名

連絡先 所在地

TEL FAX



公表予定内容確認票

1 事業場名※ ( )書きがある場合は､現在の事業場名

事業場所在地

2 労災法 .支給決定件数 肺がん 辛皮19年度 董董

うち死亡

中皮歴

うち死亡

3 特別遺族給付金支給決定件数 肺がん
中皮腰

石綿肺

4 石綿ぱく露作業

5 特記事項 前回公表した特記事項

付記すべき事項があれば該当するものにOをつけ記入してくださいo ア 出張作業であり事業場内での取扱いなし

イ 建設現場における間接ぱく露であり直接石綿を取扱う作業なし

ウ 年 月に ヘ移転

エ 山 年一 月に事業場廃止

オ 他の事業場での作業歴あり

力 ア～オ以外で特に記入すべき事項があれば記入してください○

※建設業に係る事業場名等の公表にあたつては､ ｢事業場の所在地

(事務所)と異なる場所(現場)で石綿作業が行われており､公表対象

となった事業場の所在地は石綿の飛散のおそれのない場所である○

また建設労働者の多くは事業場を転々としながら多数の建設現場で

就労するなかで石綿作業に従事 している｣旨を記載する予定です○

6 前回公表時の事業場名

(事業場担当責任者) 所属

役職 氏名

連絡先 所在地

TEL FAX



(様式3-1)

｢公表予定内容確認票｣の記入要領

(ご確認及び修正について)

労災認定及び特別遺族給付金の支給に係る調査結果等に基づき記載していますo

修正 .追加が必要な場合は､該当部分を二重線により抹消の上､加筆修正をお願いします○

【1】O｢事業場名｣

支給決定を受けた方が石綿を最終ぱく露した当時の事業場名を記載しています｡

O｢事業場所在地｣

支給決定時の事業場の所在地を記載していますが､廃止された事業場においては､

廃止された当時の所在地を記載しています｡

【1(ア)】｢事業場としての石綿取扱い期間｣及び 【1(イ)】｢現在の石綿取扱い状況｣

｢事業場としての石綿取扱い期間｣及び ｢現在の石綿取扱い状況｣を記入してください｡

なお､以前の事業場公表において公表されている事業場については､一部データが記載さ

れていますので､確認及び必要な修正を行ってください｡

O｢事業場としての石綿取り扱い期間｣

取り扱っていた期間の始めの年月､終わりの年月をそれぞれ記入してください｡具

体的に記載できない場合は｡｢○年頃｣と記載しても差し支えありません｡また､分か

らない場合は ｢不明｣と記載してください｡

O｢現在の石綿取り扱い状況｣

｢取扱いあり｣､｢取扱いなし｣､｢事業場廃止｣､｢その他｣のうちの1つを記入して

ください｡

｢取扱いあり｣の場合とは､次の場合をいいます｡

ア 禁止が猶予されている製品 (ポジティブリスト製品)の取扱いの場合

イ 試験研究のための取扱いの場合

り 利用済みで有効性を失った物 (廃棄物等)の取扱いの場合

｢その他｣は､造船業であって､通常作業では取り扱いはないが､修繕する船舶に

より取り扱うことがある場合に記入してください｡

【2】｢労災法 支給決定件数｣及び 【3】｢特別遺族給付金 支給決定件数｣

平成19年度に､【1】の ｢事業場名｣の事業場において､労働基準監督署が当該期間中に

認定 (支給決定)を行った件数です｡

なお､うち死亡とは､支給決定件数のうち､最初の労災認定時に遺族補償給付の支給決定

が行われた件数です｡

｢平成19年度までの累計｣は､平成19年度までに支給決定した件数の合計であり､【7】

の｢同一の事業場として決定件数を累計する事業場名｣に事業場名が記載されている場合は､

記載されている事業場の認定 (支給決定)を行った件数をすべて合計しています｡

1



〔

*特別遺矧 寸金とは- ･

平成18年3月､｢石綿による健康被害の救済に関する法律｣が施行され､平成13年3月26日

以前に石綿関連疾患で死亡した労働者の遺族の方で､時効により労災保険給付を受けていない方に特

別遺族給付金が支給されています｡

【4】｢石綿ぱく露作業｣

支給決定を受けた方が従事していた石綿ぱく露作業を別紙 ｢石綿ぱく露作業一覧表｣によ

り記載しています｡

修正が必要な場合は､該当する番号を記載してください｡

【5】｢特記事項｣

｢前回公表した特記事項｣には､以前に事業場公表している事業場の場合は､公表した内

容に基づき記載しています｡

この記載を変更又は追加する場合は､1-9の該当する番号に○を付け､必要事項を記載

してください｡

過去に事業場公表していない事業場においては､必要に応じ､1-9の該当する番号にO

を付け､必要事項を記載してください｡

なお､1-9以外で特に記入すべき事項がある場合は､10に○を付け､その内容を簡潔に

記載してください｡

【6】｢前回公表時の事業場名｣

以前に事業場公表している事業場にあっては､公表した事業場名を記載しています｡

【7】｢同一の事業場として決定件数を累計する事業場名｣

同一の事業場である複数の最終ぱく露事業場名が記載されています｡

ご提出いただいた内容については､当方において､付記の必要性等について精査の上､表記の修

正等をさせていただくことがあります○



別紙

石綿ぱく露作業一覧表

番 号 石綿ぱく露作業の状況

1 石綿鉱山に関わる作業

2-1 石綿糸､石綿布等の石綿紡織製品の製造工程における作業

2-2 石綿セメント､石綿スレー ト､石綿高圧管､石綿円筒等のセメント製品の製造工程における作業

2-3 ボイラーの被覆､船舶用隔壁のライニング､内燃機関のジョイントシーリング､ガスケット (バツ

キング)等に用いられる耐熱性石綿製品製造工程における作業

2-4 自動車､捲揚機等のブレーキライニング等め耐摩耗性石綿製品の製造工程における作業

2-5 電気絶縁性､保温性､耐酸性等の性質を有する石綿紙､石綿フェル ト等の石綿製品又は電解隔膜､

タイル､プラスター等の充塗料等の石綿を含有する製品の製造工程における作業

3 石綿や石綿含有岩綿等の吹き付け.貼り付け作業

4 石綿原綿又は石綿製品の運搬 .倉庫内作業

5 配管 .断熱 .保温 .ボイラー .築炉関連作業

6 造船所内の作業 (造船所における事務職を含めた全職種)

7 船に乗り込んで行う作業 (船員その他)

8 建築現場の作業 (建築現場における事務職を含めた鋼

9 解体作業 (建築物 .構造物 .石綿含有製品等)

10 港湾での荷役作業

ll 発電所､変電所､その他電気設備での作業

12 鉄参厭斥又は鉄鋼製品製造に関わる作業

13 耐熱 (耐火)月駅⊃耐熱手袋等を使用する作業

14 自動車 .鉄道車両等を製造 .整備 .修理 .解体する作業

15 鉄道等の運行に関わる作業

16 ガラス製品製造に関わる作業

17 石油精製､化学工場内の精製 .製造作業や配管修理等の作業

18 清掃工場又は廃棄物の収集 .運搬 .中間処理 .処分の作業

19 電気製品 .産業用機械の製造 .修理に関わる作業

20 レンガ .陶磁器 .セメント製品製造に関わる作業

21 吹付け石綿のある部屋 .建物 .倉庫等での作業

22 エレベーター製造又は保守に関わる作業

23 ランドリー .クリーニングに関わる作業

24 ガスマスクの製造に関わる作業

25 上下水道に関わる作業

26 ゴム .タイヤの製造に関わる作業

27 道路建設､補修等に関わる作業

28 映画放送舞台に関わる作業

29 農薬､バーミキュライ ト等を扱う作業

30 酒類製造に関わる作業

31 消防に関わる作業

32 歯科技工に関わる作業

33 金庫の製造 .解体に関わる作業

34 タルク等石綿含有物を使用する作業

35 その他の石綿に関連する作業

36 1-35の作業の周辺において間接的なぱく露を受ける作業



(様式 3-2)

｢公表予定内容確認票｣の記入要領

(ご確認及び修正について)

労災認定及び特別遺族給付金の支給に係る調査結果等に基づき記載していますO

修正 .追加が必要な場合は､該当部分を二重線により抹消の上､加筆修正をお願いしますo

【1】O｢事業場名｣

支給決定を受けた方が石綿を最終ぱく露した当時の事業場名を記載しています｡

O｢事業場所在地｣

支給決定時の事業場の所在地を記載していますが､廃止された事業場においては､

廃止された当時の所在地を記載しています｡

なお､最終ぱく露事業場としての建設現場の所在地が明らかである場合は､建設現

場の所在地を記載しています｡

【2】｢労災法 支給決定件数｣及び 【3】｢特別遺族給付金 支給決定件数｣

平成 19年度に､【1】の ｢事業場名｣の事業場において､労働基準監督署が当該期間中に

認定 (支給決定)を行った件数です｡

なお､うち死亡とは､支給決定件数のうち､最初の労災認定時に遺族ネ制賞給付の支給決定

が行われた件数です｡

｢平成19年度までの累計｣は､平成19年度までに支給決定した件数の合計であり､【7】

の｢同一の事業場として決定件数を累計する事業場名｣に事業場名が記載されている場合は､

記載されている事業場の認定 (支給決定)を行った件数をすべて合計しています｡

【4】｢石綿ぱく露作業｣

支給決定を受けた方が従事していた石綿ぱく露作業を別紙 ｢石綿ぱく露作業一覧表｣によ

り記載しています｡

修正が必要な場合は､該当する番号を記載してください｡

【5】｢特記事項｣

｢前回公表した特記事項｣には､以前に事業場公表している事業場の場合は､公表した内

容に基づき記載しています｡

この記載を変更又は追加する場合は､ア～オの該当する番号に○を付け､必要事項を記載

してください｡

過去に事業場公表していない事業場においては､必要に応じ､ア～オの該当する番号に○
を付け､必要事項を記載してください｡
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なお､ア～オ以外で特に記入すべき事項がある場合は､力に○を付け､その内容を簡潔に

記載してください｡

【6】｢前回公表時の事業場名｣

以前に事業場公表している事業場にあっては､公表した事業場名を記載しています｡

【7】｢同一の事業場として決定件数を累計する事業場名｣

同一の事業場である複数の最終ぱく露事業場名が記載されています｡

なお､建設業に係る事業場名等の公表にあたっては､｢事業場の事務所の所在地と異なる場

所 (現場)で石綿作業が行われており､公表対象となった事業場の事務所の所在地は､石綿

の飛散のおそれのない場所である｡また､建設労働者の多くは､事業場を転々としながら多

数の建設現場で就労するなかで石綿作業に従事している｣旨を記載する予定です｡

ご提出いただいた内容については､当方において､付記の必要性等について精査の上､表記の

修正等をさせていただくことがあります○



別紙

石綿ぱく露作業一覧表

番 号 石綿ぱく露作業の状況

1 石綿鉱山に関わる作業

2-1 石綿糸､石綿布等の石綿紡織製品の製造工程における作業

2-2 石綿セメント､石綿スレー ト､石綿高圧管､石綿円筒等のセメント製品の製造工程における作業

2-3 ボイラーの被覆､船舶用隔壁のライニング､内燃機関のジョイントシーリング､ガスケット (パ

ツキング)等に用いられる耐熱性石綿製品製造工程における作業

2-4 自動車､捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品の製造工程における作業

2-5 電気絶縁性､保温性､耐酸性等の性質を有する石綿紙､石綿フェル ト等の石綿製品又は電解隔膜､

タイル､プラスター等の充塗料等の石綿を含有する製品の製造工程における作業

3 石綿や石綿含有岩綿等の吹き付け.貼り付け作業

4 石綿原綿又は石綿製品の適般.倉庫内作業

5 配管 .断熱 .保温 .ボイラー .築炉関連作業

6 造船所内の作業 (造船所における事務職を含めた全職種)

7 船に乗り込んで行う作業 (船員その他)

8 建築現場の作業 (建築現場における事務職を含めた全職種)

9 解体作業 (建築物 .構造物 .石綿含有製品等)

10 港湾での荷役作業

ll 発電所､変電所､その他電気設備での作業

12 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業

13 耐熱 (耐火)服や耐熱手袋等を使用する作業

14 自動車 .鉄道車両等を製造 .整備 .修理 .解体する作業

15 鉄道等の運行に関わる作業

16 ガラス製品製造に関わる作業

17 石油精製､化学工場内の精製 .製造作業や配管修理等の作業

18 清掃工場又は廃棄物の収集 .運搬 .中間処理 .処分の作業

19 電気製品 .産業用機械の製造 .修哩に関わる作業

20 レンガ .陶磁器 .セメント製品製造に関わる作業

21 吹付け石綿のある部屋 .建物 .倉庫等での作業

22 エレベーター製造又は保守に関わる作業

23 ランドリー .クリーニングに関わる作業

24 ガスマスクの製造に関わる作業

25 上下水道に関わる作業

26 ゴム .タイヤの製造に関わる作業

27 道路建設､補修等に関わる作業

28 映画放送舞台に関わる作業

29 農薬､バーミキュライ ト等を扱う作業

30 酒類製造に関わる作業

31 消防に関わる作業

32 歯科技工に関わる作業

33 金庫の製造 .解体に関わる作業

34 タルク等石綿含有物を使用する作業

35 その他の石綿に関連する作業

36 1-35の作業の周辺において間接的なぱく露を受ける作業



(様式4)

○○労働局 (労働基準監督署)

担 当 :

TEL:

FAX:

船舶製造又は修理業に係る石綿取扱い状況確認票

〇〇〇造船代表者様

現在の石綿取扱い状況を正確に把握するため､貴社における現在の石綿の取

扱い状況について､ア～イの該当するものに○を付してください｡

ア 新造船のみを行っているので､石綿を取扱うことはない｡

イ 修理する船舶によっては石綿を取り扱うこともある(周辺作業における

間接的な石綿ぱく露を含む)0

(事業場担当責任者)

所 属 :

役 職 : 氏名



(様式 5)

回答 ･公表拒否事業場に関する情報

事業場に関する情報 ①連 番 :

②幸 美 場 名 :

③事業場担当者の職氏名 :

④事業場連絡先 :TEL FAX

申 立 て の 方 法 等 ①申立ての方法等

電話 .確認票の回答 .面談 .その他 ( )

②電話等による対応日時 : 月 日 ( ) 時 分

申 立 て の 内 容

局 .署の対応担当者 ○○労働局 (△△労働基準監督署)

注1)｢連番｣については､ ｢事業業別リスト｣の ｢1事業場連番｣を記載すること｡

注2)本案は1事業場ごとに作成することとし､同一事業場から複数回の申立てがなされた場合にはその都

度､本票を作成すること｡

注3)電話又は面談により申立てを受けた場合には､対応を行った日時を記載すること｡

注4) ｢申立ての方法等｣で ｢その他｣を選択した場合には ( )内に具体的に記載を行うこと｡



(様式6)

事業場の申立てに基づき事業場不明と判断した理由書

連番: 事業場名

(事業場不明と判断した理由)

下記の該当する番号に○を付けること｡なお､｢3その他｣を選択した場合には､ (

由を具体的に記載すること｡

1 当該事業場においては､出張作業も含めて石綿ぱく露作業 く間接的なぱく霜を受ける作業も含む)

はなかったと認められること｡

2 労災保険適用がある最終石綿ぱく露事業場ではなかったと認められること｡

3 その他

(

注 1)｢連番｣については､ ｢事業場別リス ト｣の ｢1事業場連番｣を記載すること｡

注2)本票は1事業場ごとに作成すること｡ 局名



(様式7)

事業場としての石綿取扱い状況に関する訂正依頼票

連番 : 事業場名 :

注 1)｢連番｣については､ ｢事業場別リスト｣の ｢1事業場連番｣を記載すること｡

注2)本票はl事業場ごとに作成することO

局名



事業場別リス トの訂正一覧表
(様式8)

連番 事業場名 訂正項E]の番号 訂正前の記載 訂正後の記載 訂正理由

3 〇〇〇〇 4 〇〇〇㈱ 〇〇〇㈱△△工場 工場名 を付 し忘れたため

注 1)本票は､ ｢事業場別リス ト｣について､訂正が生じた場合に記載すること｡

ただし､最終的に訂正件数がo件である場合にはその旨を記載 し､提出すること｡

注2)訂正箇所 1か所につき 1行を使用すること｡

注3) ｢連番｣については､ ｢事業場連番｣を記入すること｡

注4) ｢事業場名｣については､リス ト項目4の ｢最終ぱく露作業当時の事業場名｣を記入すること｡

注5) ｢訂正項目の番号｣については､リス ト項目の項目番号を記入すること｡

日付

局名



別紙2

公表予定内容確認票の作成 ･印刷マニュアル

●目的

事業場別リス トにおける各事業場の ｢事業場名｣､｢石綿ぱく露作業｣等の通知事項等について

｢公表予定内容確認票｣-の転記ミスを防ぐとともに簡素化を図るため､用紙に自動で転記し､

印刷する｡

●操作手順

1.起動

1- 1.公表予定リストのモクセルフアイルを起動｡下記のメッセージが出るが､｢マクロを有

効にする｣を選択｡

｢マクロを有効にする｣を選択

1-2.エクセルは ｢事業場別リス ト｣､｢A表｣～ ｢G表｣及び ｢確認票の印刷｣の9シー ト

構成となっているので､｢確認票の印刷｣のシー トを選択｡

●弓 .事業Ali l ii
4≡

j十 弓丘 llーⅠ =I･6-i33, i rT ji｣

i

COaIOO■72
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i ●
†. 0000 OOZ}OOrr凸
HE ●●●●
i ●●●●
】 ●
tElr

｢確認票の印刷｣のシートを選択

1-



1-3.以下の画面が表示される｡
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印刷されないエリア

(セルが色付けされた部分)

1-4.上記の印刷エリアには､｢公表予定内容確認票｣の1ページ構成となっている｡

※ 印刷範囲はエクセルの r改ページプレビュー｣により見るとわかりやすい｡

2.問い合わせ先の入力

2-1.｢公表予定確認票｣の左上部に担当者及び連絡先を自動記入するため､当該情報につい

て表中に記入する｡

(1)発出が局で､問い合せ先が局担当者の場合

自局の電話番号等を入力

(2)発出が署で問い合せ先が署担当者の場合 (自署分のみ発出する場合)

･2-



自署分の電話番号等を入力

(3)発出は署で､問い合わせ先も署であるが､郵便発送業務のみを局で一括して行う場合は､

署担当者名を把握の上､全署分 (上記 (2))を入力すること｡

･ 監督署等情報一覧表について必要事項 (水色のセルの ｢電話番号｣､｢FAX番号｣､｢所

在地｣､｢担当者｣)を入力する｡

･ 監督署の名称が署の再編整理等により変更している場合には､｢現在の名称｣欄の監督

署名を変更する｡

※ 印刷される監督署名は ｢現在の名称｣欄に入力されたものとなる｡

※ 担当者欄には ｢第3課 ○○｣という記載も可能｡

監督Iミ紙鮮憎朝一ぶ諸芸繁ー* 恕脇等蕪魂 済 凝 溺 様 等㈱ 塗 ∴ -- ∵漁十 ∵軸 ト `済 .十 + + 藷慧鵬

･車軸套･三三O.O●;/ Oo oOFrlOOOOtlJ■十▲I丁● 労iZZ捕tI拝 ○○

* +I&,三JpE7.-.=. 00 ● ■■■■ 労災F OO

O△D 033呈三宝2斤, 7 し

三/696. 〇〇〇 ′ JTL~下町~~~~~

+t_A- ′

I ′ /

… ＼ ′ ′ /

芸芸票慧芳苦言宝より 諾 許 諾 警 護言語 孟合)

2-2.発出者をチェックボックスにより選択する｡

発出者の選択

符労働局 r労働基準監督署

労働局､労働基準監督署のいずれかを選択

(当該選択により､上記2-1にて入力した情報を読み出す)

-3･



3,印刷するO

3-1.印刷範囲を入力 (｢事業場別 リス ト｣シー トにおける事業場連番を指定)し､｢印刷｣

ボタンを押す｡

※ 特定の1事業場分のみを印刷 したい場合には始点､終点を同一とする

(例 事業場連番3のみを印刷したい場合は 始点 ｢3｣終点 ｢3｣とする｡)

｢印刷｣ボタンを押す

3-2.確認メッセージが出るので､問題なければ印刷する｡

※ -事業場あたり1ページ (｢公表予定内容確認票｣)が出力される｡

事業場別リストの事業場連番 7番から 7番まで印刷します.
(出力校数:1校)

4.印刷内容の確認

指定範囲の事業場分が印刷されるので､事業場別リス トの内容と相違ないか突合する (以下､

(1)～ (4)の例を参牌のこと｡)0

-4-



(1)業種が ｢建設業以外｣で ｢新規公表｣事業場に該当する場合 (様式 2-1)

担､′者等の関が出力される 事業場芋番が出力される
/′､ ､＼

公表事業場名(事業場別リフ事業場所在地(事業場別リス平成19年度の詔(事業場別リスト平成19年度まで(事業場別リスト※｢新規公表｣αの件数はo件7:平成19年度の侶石綿ぱく露作業(事業場別リスト※｢既公表｣に轟｢建設業以外｣の選択※｢建設業｣のLが異なるo業場として決定件

I1(7)1(∫)2345 事業相名現在の事集蟻名 ㈱□ロ造船所

事兼甥所在地 △△市△△町777

事美旭としての石綿取扱い期間 使用開始時柄使用柊7時期

_-.-..r ■■■･.一･.■..･..･...-.-､■

労災法支冶決定件数 肺がんうち死亡可三I9/ 1 董董 1＼

0 0 ､く

中皮腰うちヲE亡 0 0 ＼0 0

支給決定件数 肺がん 0 0 ′中皮腫 0 ○ /
石綿肺 ＼ 0 0/

石鰍まく亮作美 ヽ

特妃事項 tlLI+Ll , ゝ
あれは抜当するもしてください.… 三野冨;取扱岩岩での- 警くよ の作美7年月r=へ移転

(稚泣用gLB欄) ′

卜l7 悶 公表時の事州 名 /決品 詰 責苧主よ轟

(事業iA担当責任者) 所見 / ＼役職 / 氏名 ＼連絡先 頭 地 ＼TEL/ FAX ＼

｢新規公表｣の場合は斜線

-5-

合､当該欄は

トにおける項目22)
での累計件数

平成18年度以前
累計件数は

牛数と一致する｡

トにおける項目45)
あたる場合は､項目25

累計する事業場名

(事業場別リストにおける項目46

※複数該当する場合のみ記載.

一事業場の場合は斜線)



(2)業種が ｢建設業｣で ｢新規公表｣事業場に該当する場合 (様式2-2)

建設業マーク

/

】 事東根名現在の宇美甥名 〇〇二瀬LE

宇美壌所在地 ○○市○○町555

2 労災法支捻決定件数 肺がんうち死亡 辛成19年皮 0 喜董 0

0 0
中皮腫うち死亡 1 10 0

3 特別遺族冶付会支給決定件牡 肺がん 0 0ヰ皮腫 ○ 0
石綿肺 0 0

4 石Nllまく霧作美

5 特書己事項 特記事項 1
あれば態当するもウ 年______J r=- ヘ移転エ:≡芸芸…≡藍 ::::≡:入 Lh fさい.

(確認用項目欄) /

6 前回公蛸 の事乗車

7 決品 冨責苦芋去声 租名

(事業場担 当兼任者) 所属 / ｢

役耽 / 氏名 ＼連格先 所声 也 ＼･EL/ FAX ＼

｢新規公表｣の場合は斜線

-6-

｢建設業｣の場合は､ア-カ
の選択
※｢建設業以外｣の場合は､
選択項目が異なる｡

同一の事業場として決定件数を
累計する事業場名
(事業場別リストにおける項目46

※複数該当する場合のみ記載｡
一事業場の場合は斜線)



(3)業種が ｢建設業以外｣で ｢既公表｣事業場に該当する場合 (様式2-1)

前回(直近)公表し(事業場別リストに前回(直近)公表しつ(事業場別リストに;※ 平成17年度公毒されていないため前回(直近)公表し(事業場別リストに※ 平成17年度公(リスト項目45を前回(直近)公表

I ■■EJも現在の事*qI名 (㌔ 0.%ch.T FA浩 沸, /

■tLJNlft+ ノ 叫

日.1 事暮gLとしての石紳取扱いXqrq 任用Ⅶ始時XI ( 昭和0年7月 1
任用拡7時XI 塾些 一･･._ /

1日l ｣ や軌 ､なし _)

2 労災法支給決定件鼓 肺がんうち死亡 辛皮19年氏 ー 童… / 3 ＼

0 ′ 1 ヽ

中皮llうち死亡 I T 2 t0 l O 】

3 特別】王族冶付会支給決定件#【 肺がん 0 l l l中皮Jl 0 ′ヽ 2 ′

石綿肺 ○ ′ ＼ 0 ノ

4 石紳ぱく#仲X

5 tiLc■1 前回公8Lf=特Ⅰ己■11 車 .~7 1

付妃すべきIqhtあれはh当するt.のr=0をつけ暮己入 三 :…諾;芸…苦:軍 の- -

(事業場別リストー※ 前回公表時lこr(前回特記手刀前回(直近)公表し(事業場別リストに同一の事業場として決

(祥Le用碩ヨfFI) /
6

7 同一の書X叶として くL OO追- △△追- ○○温伯鵬OOI4一つ
(事兼剃 旦当土佳肴) 所EI; / J ＼

役花 ′ ′ 氏名 ＼
連絡5y 所在地 ′ .＼

T,5L , ′ FAX ＼

本例においては､

① ○○造船㈱△△造船所

(塾 ○○造船㈱00工場
にて､支給決定された件数を平成19年度までで累計し､

足し合わせた件数(①+(塾)が累計件数として出力される

-7-

した情報を引用し､出力

こおける項目26)

た情報を引用し､出力

当時の情報は引用しない

した情報を引用し､出力

当時の情報は引用しない

出力した情報を引用し､

こおける項目28)
こ特記事項が無しの場合

累計する事業場名

(事業場別リストにおける項目46

※複数該当する場合のみ記載｡
-事業場の場合は斜線)



(4)業種が ｢建設業｣で ｢既公表｣事業場に該当する場合 (様式2-2)

公表予定内容確認票

1 事業場名現在の事案唱名 00建設(輯

事業場所在地 ○○市○○町123

2 労災法支給決定件数 肺がんうち死亡 辛成19辛度 1 董蔓 ー

0 0

串皮腫うち死亡 0 10 1

3 支給決定件数 肺がん ○ 0中皮腰 ○ 0
石綿肺 D a

4 石綿ぱく嘉作業

5 特記事項 特吉己事項
あれば蔭当するも

あり

(確認用項目欄)

6 ○○建設㈱

7 00建設㈱

役職 氏名

連絡先 所在地

TEL FAX

5.注意事項等

･ 当該印刷機能は､事業場別リス トの内容をそのまま読み込み自動で印字することから､印字

された文書において､文書の体裁が適当でない (事業場名が著しく長いため､途中で折り返

して印刷されてしまう､石綿ぱく露作業が枠内に入りきらない等)がある可能性がある｡

これらを修正する場合には､本印刷機能に締らず､原矧 こおいて手入力し､通常のエクセ

ル操作の方法によって印刷すること｡

-8-



･ 大量に印刷する前に少量で印刷チェックを行い､担当者名等について確認すること｡

･ 水色のセル以外は入力変更等をしないこと｡セルの結合等について不用意に変更しないこと

(数式等が影響を受ける可能性があるため｡)

･ シー ト名 ｢事業場別リス ト｣について変更しないこと (事業場別リストからデータを読み込

むため､変更すると正しく印刷できなくなる｡)

･ 自署分のみを発出する場合､発出漏れのないよう留意すること

※ 特に事業場別リス トは ｢新規公表｣､｢既公表｣の観点で並べ替えをおこなっているため､

同一署であっても ｢事業場連番｣が連続していないことに留意すること｡

(注)｢新規公表｣事業場が事業場別リス トの上部､｢既公表｣事業場がリストの下部に集まって

いるO

ー9-



別紙3

事業場対応マニュアル (Q&A)

(平成 19年度の認定事業場の公表対応用)

項 目 ページ

上._生麦旦塾呈 1問 1 なぜ石綿関連疾患の労災認定事例のみ公表するのかo

2 公表自体への苦情 2問2 事業場名の公表については､同意していないので拒否するo

間3 国が石綿使用を認めていたものであり､当社の責任ではなく､個別企 223344

業名の公表は不適当であるo

耐火用吹き付けなどは国から石綿使用を求められたものである○

問4 現在石綿の取扱いは行っておらず､事業場名を公表するのは不適当で

はないか○

問5 当時の状況を知っているものが残っておらず､確認が十分できないに

も関わらず公表されるのは困る○

間6 当社では石綿作業はないと考えているが､監督署が勝手に事実認定し

たものであるo

問7 当社の業務は､認定基準に定める石綿取扱い業務に当たらないもので

ある○

間8 風評被害により損害が発生するおそれが強く､公表は容認できないo

問9 当社は､現在アスベス トに関し係争中であり､公表は容認できない○ 4

問 10 平成 20年3月に既に公表されており､再度公表する必要はないので 555

はないか○

問 11 平成 17年度にA支店について既に公表されており十分ではないかo

今回さらにB支店まで公表されるのは因るo

問 12 守秘義務に反するのではないかo

3 少量のぱく露､間接ぱく露 77

問 13 少量の石綿しか取り扱っておらず､事業場名を公表するのは不適当

ではないかo



問 15 間接ぱく露であり､石綿取扱い作業にはあたらない○ 7

間16 建屋に (吹き付け)石綿が存在したことは否定しないが､石綿取扱 8

い作業ではないo

A_｣星圭些遊歴 99

問 17 当社に在籍していた期間が短いのに､当社を公表するのは不適当で

はないか○

間18 事業主としてぱく露した期間が長いが何故労災認定されるのかo

問 19 当社以前にも職歴があり､当社の業務が原因ではない. 9

問20 前職歴による石綿ぱく露もあるのだから､当該事業場名も公表する 1010

べきではないか○

間21 当社の職歴の後にも職歴があり､当社を公表するのは適当ではないo

旦_｣旦整鎧墓 llll

問 22 出張作業時の間接ぱく露であり､当社の責任ではなく､事業場名を

公表することは不適当ではないかo

問23 当社においては､出張先にのみ石綿取扱い作業があることから､事

業場名を公表する必要性に乏しいのではないかo

● .=ここ== 12121213

【建設業】

問24 当社は､下請専門の建設業を行ってきたことから､労災保険関係 (災

害補償責任)は､現場の元請事業主であるにもかかわらず､当社が公表

される理由如何o

【建設業】

問25 現場の元請事業主を公表しない理由如何○

【造船業】

問 26 今回追加で調査している趣旨 .目的は何か○(造船業において､｢石

綿取扱い確認票｣の提出を求める趣旨如何○)

【造船業】

間27 修理する船舶を選ぶことはできず､かつ､現に取り扱っていないの



【全事業共通】 13問28 その他として表記されると､周辺住民から訴訟を提起されるおそれ

や立退きを要求されるおそれがあるoその他として表記されるなら公義

を拒否するo

7 中小事業主等の特別加入 1414

問29 当社で認定された者は､労働者ではなく､任意加入の特別加入者 (中

小事業主等)であるにもかかわらず､公表する理由如何○

間30 前回特別加入者を公表しなかったにもかかわらず､今回公表するの

は不適当ではないか○

8 公表時期､方法 15問31 公表はいつ頃の予定かo

間32 今後も継続するのかo 15

間33 公表方法如何o 15

旦___建塁墓 16問 34 ｢.確認票｣とはどういうものかo

問35 同じ事業場にもかかわらず､｢確認票｣が複数枚送られてきたがどう 16

してか○

1旦･.生麦星旦 17171718

-;-=.I

問36 同じ事業場にもかかわらず､過去の企業名称や過去の工場の名称で

別事業場として公表するのはなぜかo

問37 石綿をぱく露した当時の事業場名を公表するのであれば､現在の事

業場名を公表する必要はないのではないかo

問38 企業合併前に公表対象の事業場は廃止しており､現在の新しい企業

名を公表する必要はないのではないか○削除してほしい○

盟 .__塵重塾

問39 所在地を公表する理由は何か○

問40 当社は､○○造船㈱の構内下請をしているが､所在地については､ 18

lll



問41 石綿作業を行っていない事務所しかないにもかかわらず､所在地を

公表する必要はないのではないか｡

問42 公表しようとしている所在地は事務所兼自宅であり､家族の生活に

影響があるので公表されては困る｡

間43 事業場廃止されており､公表予定の所在地はマンションが建ってい

るので､当該マンションの住民に迷惑が掛かるのでやめてほしい｡

問44 事業場は廃止されているが､公表された事業場と同じ所在地には､

公表された事業場と関係ない会社の事務所 (工場)があり､迷惑が掛か

るので所在地の公表をやめてほしい｡

問45 有期事業の建設業において､労災認定等した場合､公表する事業場

は､工事現場の所在地になるのか｡工事現場の所在地を公表するのであ

れば､施主に迷惑が掛かるので､会社の事務所の所在地としてほしい｡

(3) 認定件数､死亡件数 (累計を含む)

間46 認定件数を公表する理由如何｡

問47 死亡件数を公表する理由如何O

問48 過去からの累計の認定件数を公表する理由如何｡

問49 業務上か業務外か決定を知らせてもらっていないので､労災認定数

等を確認できない｡(又は､当社で把握している数値と異なる｡)

問50 当社で把握している件数と異なるので､認定件数を公表することに

納得できない (確認票を返送することができない｡)｡

間51 当社を最終石綿ぱく露事業場として労災認定したにもかかわらず､

なぜ､当社に認定者の氏名を教えてくれないのか｡

間52 平成 19年度までの認定累計件数についても確認を行うのか0

間53 平成18年度以前の認定件数について納得いかないので､累計件数を

公表しないでほしい｡

間54 確認票が複数枚送られてきましたが､平成 19年度の認定件数はそれ

ぞれの ｢確認票｣により異なるにもかかわらず､累計件数については､

どの ｢確認票｣も同じ件数が記載されているのはなぜか｡

(4) 石綿取扱時期､石綿ぱく露作業

hI

lil

LI

L1

2

2

2

2

22

22

22

23

23

lV



間55 石綿取扱時期を公表する理由如何｡

間56 石綿ぱく露作業 (労災認定された作業)を公表する理由如何｡

問57 確認票で記載された石綿ぱく霧作業が当社の作業と合っていない｡

(｢配管 ･断熱 ･保温 ･ボイラー ･築炉関連作業｣のうち､ボイラー､

築炉については削除したい｡)

問58 石綿ぱく露作業を ｢造船所内の作業 (造船所における事務職を含め

た全職種)｣としているが､当社では事務職においては石綿ぱく露はな

いにもかかわらず､この作業内容は納得できない｡

間59 建設業においては石綿取扱い期間､現在の石綿取扱い状況を公表し

ない理由如何｡

(当社は､17年度公表の際､A支店について石綿ぱく露作業の項目が

公表されているが､今回B支店については､石綿ぱく露作業の項目がな

い｡)

(5) 特記事項

問 60 ｢前回公表内容に基づく記載｣とは､どういうことか｡ここに記載

があれば､特記事項を記載しなくてもよいのか｡

問61 ｢特記事項｣には何を記載してもよいのか｡

問62 前回公表されたが､r特記事項｣は一切新聞には掲載されなかったで

はないか｡

(6) 前回公表時の事業場名､累計対象となった事業場名

間63 ｢前回公表時の事業場名｣とは何か｡

間64 ｢累計対象となった事業場名｣とは何か｡

10 その他

聞65 公表に関連して当社でも何らかの取組が必要なのか｡

問 66 当社では労災認定された業務以外にも石綿ぱく露作業がある｡これ

らは公表しないのか｡



1 公表の趣旨

問 1 なぜ石綿関連疾患の労災認定事例のみ公表するのか｡

答 石綿関連疾患については､石綿ぱく露から発症までの期間が数十年に及

ぶ場合もあるなど､潜伏期間が非常に長いため､業務によるものかどうか

に気付きにくいという特徴があります｡

したがって､石綿関連疾患を発症された方に対しては､かつて石綿ぱく

露作業に従事していた場合に労災補償の対象となる可能性があることを認

識していただき､また､かつて石綿ぱく露作業に従事していたが､石細関

連疾患を発症していない方に対しては､適切な健康管理に留意していただ

くために､石綿関連疾患の労災認定の状況について情報提供として事業場

公表を行っています｡

なお､本年3月及び6月には平成17､18年度に労災認定等を行った事

業場を公表しており､今回は平成19年度に労災認定等を行った事業場を公

表するものです｡
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2 公表自体への苦情

間2 事業場名の公表については､同意していないので拒否する｡

答 確認票を送付したのは､事前に公表内容をお伝えし､内容を確認してい

ただくことにより､事業場公表に当たって､正確な情報を提供するという

趣旨です｡公表については､御理解をお願いします｡

(なお､確認票の送付については､公表することに対し同意を得るために

行っているものではありません｡)

問3 国が石綿使用を認めていたものであり､当社の責任ではなく､個別

企業名の公表は不適当である｡

耐火用吹き付けなどは国から石綿使用を求められたものである0

答 石綿については､その危険性から段階的に規制が図られています｡また､

業務上の事由により石綿関連疾患を発症された方に対しては､労災保険給

付あるいは石綿健康被害救済法による給付を受けられるよう取り組んでい

るところです｡

事業場公表は､疾病発症の責任の所在を明らかにするために行うもので

はありません｡

元労働者の方等に石綿ぱく露の可能性について認識していただき､石綿

関連疾患を発症された場合には適切な補償を受けていただくための注意を

促すことが重要と考え､事業場公表を行っています｡

問4 現在石綿の取扱いは行っておらず､事業場名を公表することは不適当

答 貴事業場については､以前､石綿ぱく露作業が行われていたことから､

元労働者 (や周辺住民)が石綿にぱく露したおそれを否定することはでき

ず､また､石綿による疾病は､石綿ぱく露から発症までの潜伏期間が非常

に長いという特徴があることから､公表することとしています｡

-2-



なお､事業場名の公表については､既に平成17年7月と8月及び本年3

月と6月に行われており､また､公表されるリス トにおいては､各事業場

の現在の石綿の取扱い状況が分かるものとなっております｡

間5 当時の状況を知っているものが残っておらず､確認が十分できないに

も関わらず公表されるのは困る｡

答 事業場名の公表については､原則として労災認定時の監督署における調

査結果に基づいて行っていますが､石綿の取扱い状況等､事業場において

確認できる情報に限りがあることも十分に理解できます｡

そのような場合には､行政として把握できる情報の範囲内で公表するこ

ととしており､確認できないものについては､不明として公表いたします｡

問6 当社では石綿作業はないと考えているが､監督署が勝手に事実認定し

答 事業場公表については､原則として労災認定時の監督署における調査結

果に基づいて行っています｡石綿ぱく露作業の調査について､資料が限ら

れているなどの状況があることは理解しておりますが､監督署の調査結果

から､貴社において石綿ぱく露があったものと判断していますので公表対

象としております｡

○ 申立て内容を踏まえ検討が必要と判断した場合

貴社においては､石綿取扱い作業がないとのことであれば､その理由を

詳しくお聞かせください｡内容を十分に検討した上で公表の可否を判断さ

せていただきます｡

※ 局の対応

事業場の申立て内容を精査し､事業場不明に当てはまるか否かの検討を

行い､公表対象事業場に対する確認等作業要領 第3の2の(1)の ｢事業場

不明の判断｣に基づき､必要な処理を行うこと｡
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間7 当社の業務は､認定基準に定める石綿取扱い業務に当たらないもので

答 監督署の調査におきましては､○○の作業が石綿取扱い作業に当たると

したものですが､貴社において当該作業は石綿取扱い作業に当たらないと

のことであれば､その理由を詳しくお聞かせください｡内容を十分に検討

した上で公表の可否を判断させていただきます｡

※ 局の対応

事業場の申立て内容を精査 し､事業場不明に当てはまるか否かの検討を

行い､公表対象事業場に対する確認等作業要領 第3の2の(1)の ｢事業場

不明の判断｣に基づき､必要な処理を行うこと｡

問8 風評被害により損害が発生するおそれが強く､公表は容認できない｡

答 事業場名の公表は､石綿による健康被害について､国民の間に大きく､

広がっている不安を可能な限り解消するという､公益上の観点から実施す

るものであり､労災認定を行った事業場については原則として公表するこ

ととしたものです｡

事業場名の公表については､これまで平成 17年7月と8月､本年3月と

6月に行っているところですが､正確な情報提供という観点から､確認票

を送付し､事前に公表内容をお伝えし､内容を確認していただいています｡

なお､公表内容のみでは正しい状況の説明が不足するということでした

ら､正確な情報となるよう特記事項として記載したいと考えておりますの

で､送付 しました確認票に特記事項として当てはまるものを選んで回答し

てください｡

問9 当社は､現在アスベス トに関し係争中であり､公表は容認できない｡

答 労災認定に当たっては､最終ぱく露事業場における労災保険関係に基づ

き行っているところであり､今回の公表の趣旨も､労災の発生について童
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任を問うものではなく､現に労災認定された事業場に関する情報提供を行

うものです｡

貴社におきましても､労災認定された事業場であることから､公表を行

うこととしております｡

また､公表に際して特に付記すべき事項がございましたら､その内容に

よっては特記事項として掲載することができますので､送付しました確認

票に特記事項として当てはまるものを選んで回答してください｡

問10 平成20年3月に既に公表されており､再度公表する必要はないので

答 かつて石綿ぱく露作業に従事していたが､石綿関連疾患を発症していな

い方に対しては､適切な健康管理に留意していただくために事業場名の公

表を行っていますが､一度公表された事業場においても､その後の認定状

況を公表することにより､当該事業場において過去従事したことのある労

働者に対し､更に注意喚起を促すことができると考えています｡

なお､本年6月には､平成 17年に公表された事業場のうち､平成 17､18

年度に労災認定された事業場を公表しており､今後においても､過去公表

されているからという理由で､公表対象から除外することはありません｡

問11 平成17年度にA支店について既に公表されており十分ではないかo今

答 石綿ぱく露については､事業場ごとに労働者あるいは近隣住民に情報を

提供する必要があります｡そのため､同一法人でも異なる地域に所在する

事業場で認定された場合は､当該事業場についても公表することとしてい

ます｡

問12 守秘義務に反するのではないか｡
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答 事業場名の公表は､石綿による健康被害について､国民の間に大きく広

がっている不安をできる限り解消するという､公益上の観点から実施する

ものであり､このような場合には､公益との比較考量により情報を公開す

る必要性と正当性が認められることとなります｡
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3 少量のぱく露､間接ぱく露

問13 少量の石綿しか取り扱っておらず､事業場名を公表するのは不適当で

答 事業場名の公表については､労災認定時の監督署における調査結果に基

づくものであり､労災認定を行った事業場については､原則として公表す

るとしたものです｡

単に取り扱っている量が少量であるということだけでは､石綿による疾

病の発症に至る石綿ぱく露がなかったとは言えないことから､公表を差し

控えるべき理由には当たりませんが､事業場として少量の石綿しか取り扱

っていないというのであれば､特記事項にその旨を記載したいと考えます｡

問 14 少量の石綿によるぱく露でも､石綿による疾病となるのか｡

答 石綿による疾病については､少量の石綿ぱく露によって発症するおそれ

があることを否定することはできません｡

特に中皮腫については､比較的短期間の石綿ぱく露による発症も十分考

えられるとされています｡

問 15 間接ぱく露であり､石綿取扱い作業にはあたらない｡

答 労災認定に当たっては､石綿を直接取り扱う者に限らず､業務により間

接的にぱく露した場合も､石綿ぱく露作業として取扱います｡

本公表は､現に労災認定された労働者が所属する事業場が､労災発生の

原因となったことを示すものでなく､その認定の事実､ぱく露作業の内容

を情報提供するものです｡このため､貴社の作業によるものではなく､構

内下請けの際の他社からのぱく露 (あるいは､建設現場での同時作業に伴

う他社からのぱく霜等)であり､事業場内でのぱく露がない場合は､適切

な情報提供のため､その旨､特記事項に記載することとしたいと考えます｡

これにより､元労働者あるいは近隣住民に正確な情報を伝えること､ま
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た､類似の事業場に勤務した方への注意喚起にもなると考えています｡

問 16 建屋に (吹き付け)石綿が存在したことは否定しないが､石綿取扱い

答 貴社の場合､調査の結果､劣化した石綿が飛散している状況において作

業が行われるなど､石綿へのぱく露が認められたものです｡(ぱく露が極め

て些少等､申し立ての内容に応じ､特記事項への記載を案内｡)

また､建物や機械設備の一部に石綿が使用されているが石綿を直接取り

扱うことはないということであれば､その旨特記事項として記載すること

もできます｡

(なお､劣化した石綿が飛散する状況ではなく､石綿が封じ込められた状

況であったと申し立てた場合には､問7を参照｡)
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4 過去の職歴

間 17 当社に在籍していた期間が短いのに､当社を公表するのは不適当では

答 労災認定に当たっては､最終ぱく露事業場における労災保険関係に基づ

き行っているところであり､今回の公表の趣旨も､疾病発症の責任の所在

を明らかにするために行うものではなく､現に労災認定された事業場に関

する情報を提供するものです｡

貴社におきましては､石綿ぱく露作業が認められたことから､公表を行

うこととしております｡

(申し立ての内容に応じ､｢他の事業場での作業歴あり｣等の特記事項へ

の記載を案内すること｡)

問18 事業主としてぱく露した期間が長いが何故労災認定されるのか｡

答 石綿による疾病については､いつのぱく露により発症したかを明らかに

することはできません｡このため､監督署において石綿ぱく露作業につい

て調査を行い､労災 (労働者)として給付をし得ると判断したものです｡

労災認定に当たっては､最終ぱく露事業場における保険関係に基づき行

っているところであり､今回の公表の趣旨も､疾病発症の責任の所在を明

らかにするために行うものではなく､現に労災認定された事業場に関して

情報を提供するものです｡

(申し立ての内容に応じ､特記事項への記載を案内すること｡)

問 19 当社以前にも職歴があり､当社の業務が原因ではない｡

答 石綿による疾病については､いつの石綿ぱく霜により発症したかを特定

することは困難です｡

貴社においても､労災認定時の監督署における調査結果により､石綿ぱ

く露作業があり､これに労働者が従事していたということから､公表対象
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としております｡元労働者あるいは近隣住民への適切な情報の公表という

趣旨を御理解願います｡

なお､貴社に従事する以前にも石綿ぱく露に係る職歴があるということ

であれば､正確な情報の公表という観点から､特記事項に ｢他の事業場で

の作業歴あり｣等の記載をしたいと考えております｡

間20 前職歴による石綿ぱく露もあるのだから､当該事業場名も公表するべ

きではないか｡

答 労災認定については､最終ぱく露事業場における労災保険関係に基づい

て行っているところです.今回の公表は､現に労災認定を行った事業場に

ついての情報を提供するものであり､疾病発症の責任の所在を明らかにす

るために行うものではないことに御理解願います｡

なお､貴社以外にも石綿ぱく露に係る職歴があることをおっしゃいたい

のであれば､正確な情報の公表という観点から､特記事項に ｢他の事業場

での作業歴あり｣等の記載をしたいと考えております｡

問21 当社の職歴の後にも職歴があり､当社を公表するのは適当ではない｡

答 事業場名の公表については､労災認定時の監督署における調査結果に基

づいて行うものですが､監督署の調査においては貴社に従事した以後に石

綿ぱく露作業は認められません｡

貴社においては､石綿ぱく露作業があり､これに労働者が従事したとい

うことが認められておりますので､公表の対象としておりますが､石綿の

取扱いについて特に説明したいことがあれば､正確な情報の公開という観

点から､特記事項としてその旨を記載することを検討したいと考えており

ます｡

なお､貴社を退職した後の職歴等､具体的に御存じであれば詳しく教え

てください｡
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5 出張作業

間22 出張作業時の間接ぱく露であり､当社の責任ではなく､事業場名を公

答 石綿粉じんについては､事業場内で使用していない場合であっても､出

張により自ら直接作業する者だけでなく､その周辺で作業する者について

もぱく露のおそれがあります｡

貴社事業場内での取扱いがないということのみでは､公表を差し控える

理由とはなりませんが､正確な情報の公表という観点から､特記事項とし

て ｢事業場内の取扱いなし｡出張業務によりぱく露｡｣というように記載し

たいと考えております｡

問 23 当社においては､出張先にのみ石綿取扱い作業があることから､事業

答 本公表は､現に労災認定された労働者が所属する事業場が､労災発生の

原因となったことを示すものではなく､その認定の事実､ぱく露作業の内

容を情報提供するものです｡このため､出張作業先でのぱく露であり､事

業場内でのぱく露がない場合は､適切な情報提供のため､その旨､特記事

項に記載することも考えられます｡

これにより､元労働者あるいは近隣住民に正確な情報を伝えること､ま

た､類似の事業場に勤務した方への注意喚起も図ることができます｡
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6 下請業者

【建設業】

問 24 当社は､下請専門の建設業を行ってきたことから､労災保険関係 (災

害補償責任)は､現場の元請事業主であるにもかかわらず､当社が公表

答 建設労働者の多くは､事業場を転々としながら､多数の建設現場で就労

する中で､石綿ぱく露作業に従事していました｡

したがって､建設業については､公表対象となった事業場にこれまで従

事したことがある方に対し､石綿ぱく露作業に従事した可能性があること

を注意喚起する観点から公表するものです｡

このため､建設業の下請のみを行っている事業場についても､認定され

た方と同様な就労 ･作業態様を取られていた方に対して情報として公表す

る必要があるものです｡

また､既に平成 17年7月と8月､本年3月と6月に行った労災認定事業

場の公表におきましても､同様に実施しています｡

なお､事業場内での石綿取扱いがない場合には､その旨申し出ていただ

ければ､特記事項として記載させていただきたいと考えております0

【建設業】

答 最終の建設現場が確認できた場合は､当該建設現場を公表することとし

ていますが､これが把握できない場合は､所属していた事業場を公表する

こととしています｡

【造船業】

問26 今回追加で調査している趣旨 .目的は何か○

答 造船業は､石綿による疾病の労災認定件数が多い業種となっています｡
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また､業務内容によっては､今後も石綿取扱い業務が発生する可能性があ

ります｡よって､関係者に正確な状況をお知らせするために､追加の確認

をお願いするものです｡

【造船業】

問27修理する船舶を選ぶことはできず､かつ､現に取り扱っていないのに､

答 船舶については､過去に石綿が使用されているものがあり､修理の際に

は､これらを取り扱う等によりぱく露する可能性が十分考えられることか

ら､このような作業が発生しうる場合は､｢石綿取扱いなし｣と公表するこ

とは適当ではないと考えます｡

このため､将来､修理船によっては石綿取扱いがある場合は､石綿取扱

い状況を ｢その他｣とし､特記事項欄において､修理船によっては石綿取

扱いがある可能性がある旨､記載することとしています｡

【全事業共通】

間28 その他として表記されると､周辺住民から訴訟を提起されるおそれや

立退きを要求されるおそれがあるoその他として表記されるなら公表を

答 ｢その他｣については､例えば､

造船業で､取り扱う船舶に石綿が使用されている場合は､修理の際､労

働者がぱく露することがある､

プラントの保温材に石綿が使用されており､将来､交換時に労働者がぱ

く露することがある

など､常態としては石綿を取り扱うことはないが､場合によっては将来石

綿取扱い作業が発生する可能性があるケースなどを ｢その他｣としていま

す｡

こうした正確な情報を提供することは関係者に対する安心感を与えるも

のであり､一方､業種等から十分推測しうるにもかかわらず ｢石綿取扱い

なし｣とすることは､むしろ不信感を与えるおそれもあり､適当ではない

と考えます｡
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7 中小事業主等の特別加入

問 29 当社で認定された者は､労働者ではなく､任意加入の特別加入者 (中

答 申小事業主等の特別加入者は､当該事業場の労働者と同様に業務に従事

することで労災保険に加入することが認められています｡

中小事業主等の特別加入をされていた方が､石綿ぱく露作業により石綿

関連疾患を発症したとして認定されておりますので､労働者 ･元労働者の

方への適切な情報を提供するという趣旨で公表を行います｡御理解をお願います｡

問 30 前回特別加入者を公表しなかったにもかかわらず､今回公表するの

答 当該事業場で作業に従事した労働者等への適切な情報を提供するため､

中小事業主等の特別加入者の事業場を公表対象としております｡

なお､本年3月 (平成 17､18年度分)公表においても､中小事業主等の

特別加入者の事業場を公表しています｡
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8 公表時期､方法

問31 公表はいつ頃の予定か｡

答 全国の調査結果を取りまとめる必要があるため､日程は未定ですが､秋

頃に実施する予定です｡

問32 今後も継続するのか｡

答 今後､事業場公表をいつまで継続するかについては未定ですが､平成 20

年度に労災認定した事業場については､来年度に公表を行うことを考えて

います｡

問33 公表方法如何｡

答 厚生労働省において全局分を取りまとめ記者発表を行います｡

また､厚生労働省ホームページにも掲載する予定です｡
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9 確認票

問34 ｢確認票｣とはどういうものか｡

答 事業場公表に当たって､事前に公表内容をお伝えし､また内容を確認して

いただくことにより､正確な情報を提供するために､｢確認票｣を各事業場

に送付しています｡

｢確認票｣には､公表する貴事業場に関する情報を記載していますので､

この内容を確認のうえ､必要な事項を記載し､回答していただきますようお

願いします｡

間 35 同じ事業場にもかかわらず､｢確認票｣が複数枚送られてきたがどう

答 事業場公表は､被災労働者が石綿を最終ぱくをした当時の事業場名を公表

することとしており､被災労働者により最終ぱく露した時期が異なることか

ら､事業場の名称の変更があった場合は､認定された被災労働者に応じ､公

表する事業場名が異なることがあります｡このような場合は､公表する事業

場名ごとに ｢確認票｣を作成することから､同一の事業場に ｢確認票｣を複

数枚送付することがあります｡

貴事業場におかれては､複数の認定者がおり､認定者に応じ最終ぱく露事

業場名が異なっていたことから､〇枚の ｢確認票｣を送付させていただきま

した｡

それぞれの ｢確認票｣の記載内容を確認していただき､御回答いただきま

すようお願いします｡
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9 公表項目

(1) 事業場名

問36 同じ事業場にもかかわらず､過去の企業名称や過去の工場の名称で別

答 石綿関連疾患を発症された方に対しては､かつて石綿ぱく露作業に従事

していた場合に労災補償の対象となる可能性があることを認識 していただ

き､また､かつて石綿ぱく露作業に従事 していたが､石綿関連疾患を発症

していない方に対しては､適切な健康管理に留意 していただくために､石

綿関連疾患の労災認定の状況についで情報提供として事業場公表を行って

います｡

石綿関連疾患は､石綿のぱく露から発症まで数十年に及ぶ場合があるこ

とから､かつて石綿ぱく露作業に従事 していた方が､事業場を認識 しやす

いように､現在の名称ではなく､労災認定された方が最終ぱく露した当時

の事業場名で公表することとしています｡

問37 石綿をぱく露した当時の事業場名を公表するのであれば､現在の事業

答 かつて石綿ぱく露作業に従事 していた方が､事業場を認識しやすいよう

に､現在の名称ではなく､労災認定された方が最終ぱく露した当時の事業

場名で公表することとしていますが､事業場の名称が変更された場合､か

って公表事業場で石綿ぱく露作業に従事 していた方が､事業場に連絡する

ことができなくなることから､現在の事業場名についても公表を行ってい

ます｡

問38 企業合併前に公表対象の事業場は廃止しており､現在の新しい企業名

答 かつて石綿ぱく露作業に従事 していた方が､事業場を認識しやすいよう

に､現在の名称ではなく､労災認定された方が最終ぱく露した当時の事業
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場名で公表することとしていますが､企業合併等により事業場の名称が変

更され､また､事業場が廃止された場合､かつて公表事業場で石綿ぱく霜

作業に従事していた方が､事業場に連絡することができなくなることから､

現在の企業名についても公表を行っています｡

廃止された事業場であれば､より現在の企業名は必要であり､貴社のみ

について､現在の事業場名を記載せずに公表することはできません｡

(2) 所在地

問39 所在地を公表する理由は何か｡

答 石綿関連疾患を発症された方に対しては､かつて石綿ぱく露作業に従事

していた場合に労災補償の対象となる可能性があることを認識していただ

き､また､かつて石綿ぱく露作業に従事していたが､石綿関連疾患を発症

していない方に対しては､適切な健康管理に留意していただくために､事

業場公表を行っていますが､公表された事業場において過去従事した経験

のある労働者がより具体的に事業場を認識していただくために､本年6月

に行った事業場公表から所在地情報を公表する情報として追加しています｡

なお､平成 17年に公表した事業場及び本年3月に公表した事業場の所在

地については､今後､公表を行うことを予定しています｡

間40 当社は､○○造船㈱の構内下請をしているが､所在地については､元

答 事業場の所在地については､原則として労働保険が成立している事業場

の所在地となります｡

したがって､貴社にあっては､○○造船㈱で構内下請を行っているとい

うことですが､その造船所内で労働保険が成立していれば､当該造船所内

を所在地としてください｡

一方､造船所内の作業が出張作業であり､造船所内で労働保険の成立が

されていない場合は､労働保険が成立している工場又は事務所の所在地と
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いうことになります｡

どちらにしても､事業場の所在地としては､労災認定を行った労働基準

監督署の管轄内の所在地である必要があります｡

問41 石綿作業を行っていない事務所しかないにもかかわらず､所在地を公

答 石綿作業を行っていた場所ではなくても､事業場名と事務所の所在地に

記憶があれば､かつて公表事業場に勤務していた労働者が､具体的に事業

場を認識することが可能であることから､事務所であっても公表を行うこ

ととしているものです｡

問42 公表しようとしている所在地は事務所兼自宅であり､家族の生活に影

答 石綿関連疾患を発症された方に対しては､かつて石綿ぱく露作業に従事

していた場合に労災補償の対象となる可能性があることを認識していただ

き､また､かつて石綿ぱく露作業に従事していたが､石綿関連疾患を発症

していない方に対しては､適切な健康管理に留意していただくために､事

業場公表を行っており､その事業場公表の目的を踏まえると､自宅の住所

であったとしても公表を行わないとすることはできません｡

問43 事業場廃止されており､公表予定の所在地はマンションが建っている

答 公表対象事業場がかつて当該場所にあったことは事実であり､そこにマ

ンションが建築されていたとしても､公表を行わないとすることはできま

せん｡(問42参照)
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間44 事業場は廃止されているが､公表された事業場と同じ所在地には､公

表された事業場と関係ない会社の事務所 (工場)があり､迷惑が掛かる

答 石綿を取扱っていた事業場が廃止され､新たな事業場が当該所在地で業

務を行っていたとしても､公表対象事業場の所在地を公表しないとするこ

とはできません｡

事業場公表の際には､事業場廃止となっていることも情報提供すること

としており､当該所在地に現存する事業場が別の会社であることは明らか

になると考えます｡

問45 有期事業の建設業において､労災認定等した場合､公表する事業場は､

工事現場の所在地になるのかo工事現場の所在地を公表するのであれば､

答 建設業の場合､事務所の所在地を公表する場合と工事現場の所在地を公

表する場合があります｡

建設労働者の場合は､建設現場を転々と移動することが多く､最終ぱく

を事業場としての現場の把握が困難であることから､当該被災労働者が石

綿最終ぱく露作業を行った当時に所属していた会社を最終ぱく露事業場と

して公表することとし､このような場合､当該会社の事務所の所在地を公

表することとしています｡

一方､最後に石綿ぱく露作業を行った現場を把握することができ､その

現場が､有期事業として労働保険を成立している場合は､労災保険給付も

当該労働保険により行われることから､当該現場の元請事業者を公表する

こととしています｡このような場合は､労働保険を成立した現場の所在地を公表することとしています｡

労働基準監督署で最終ぱく露事業場としての現場を把握しているのであ

れば､事業場公表の趣旨からも当該現場を公表すべきと考えており､こう

した場合には､会社の事務所の所在地を公表するということはできません｡
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(3) 認定件数､死亡件数 (累計を含む)

間46 認定件数を公表する理由如何｡

答 今回の公表は､平成 19年度に認定されたものが対象となるものであり､

件数も含めて疾病の状況を公表することにより､石綿ぱく露作業によりど

のような疾患が発症するのか､また､限定的な情報ではあるものの発生状

況をお知らせすることにより､より正確な情報提供を行うことができるも

のと考えております｡

問47 死亡件数を公表する理由如何｡

答 石綿関連疾患は､発症した場合､予後不良の疾病であることから､早期

発見が重要であることを広く御理解いただくことが大切であり､また､迅

速な労災保険給付による療養等必要な補償を行うことが重要であることか

ら､死亡件数を公表することを考えております｡

間48 過去からの累計の認定件数を公表する理由如何｡

答 公表事業場における過去を含めたすべての認定件数を公表することによ

り､より具体的に当該事業場において石綿取り扱い作業を行ったことのあ

る方に対する注意喚起になるとともに､適切な健康管理に留意していただ

くことができると考えています｡

問49 業務上か業務外か決定を知らせてもらっていないので､労災認定数等

答 貴社で把握している数値､対象者はどのようなものでしょうか｡

(確認)
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当署では○名について認定しております｡

(内訳を求められれば回答｡なお､認定者氏名は出さないこと｡)

問50 当社で把握している件数と異なるので､認定件数を公表することに納

答 今回の公表は､平成19年度に労働基準監督署において認定等を行った件

数になりますので､貴社が把握している件数の中に､平成 18年度や平成20

年度の件数が含まれていないでしょうか｡

ところで､貴社で把握している数値､対象者はどのようなものでしょう

か｡

(確認)

当署では○名について認定しております｡

(内訳を求められれば回答｡なお､認定者氏名は出さないこと｡)

問51 当社を最終石綿ぱく露事業場として労災認定したにもかかわらず､な

ぜ､当社に認定者の氏名を教えてくれないのか｡

答 認定件数の内訳については説明いたしますが､個人情報保護の観点から

認定者の氏名については教えることはできません｡

大変申し訳ありませんが､貴社で把握している認定件数は何件なのでし

ょうか｡

(確認)

当局といたしましても､再度件数について確認しますが､確認の結果間

違いないと判断した場合は､当該件数で公表させていただきます｡

間52 平成 19年度までの認定累計件数についても確認を行うのか0

答 平成 19年度までの認定累計件数の基は､平成 18年度までの認定件数と
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今回確認をお願いしている平成 19年度の認定件数である｡平成 18年度ま

での認定件数については､平成 17年7月と8月､本年3月と6月の事業場

公表の際に公表した認定件数であり､この数字の訂正を要しないが､今回

の公表においては､平成19年度までの累計件数を公表することについては

確認していただきたい｡

問53 平成 18年度以前の認定件数について納得いかないので､累計件数を公

表しないでほしい｡

答 平成 18年度までの認定件数については､既に公表しており､厚生労働省

のホームページ等を通じ､いつでも閲覧できるようになっています｡

貴社が平成18年度以前の認定件数について納得できるかどうかにかかわ

らず､平成 19年度までの認定累計件数について公表する予定です0

間54 確認票が複数枚送られてきましたが､平成19年度の認定件数はそれぞ

れの ｢確認票｣により異なるにもかかわらず､累計件数については､ど

答 事業場公表は､被災労働者が石綿を最終ぱくをした当時の事業場名を公

表することとしており､被災労働者により最終ぱく露した時期が異なるこ

とから､事業場の名称の変更があった場合は､認定された被災労働者に応

じ､公表する事業場名が異なることがあります｡このような場合は､公表

する事業場名ごとに ｢確認票｣を作成することから､同一の事業場に ｢確

認票｣を複数枚送付することがあります｡

その ｢確認票｣には､記載された事業場名に応じた認定者数が記載され

ており､事業場に複数枚の ｢確認票｣を送付した場合は､それぞれの ｢確

認票｣ごとに認定者数は異なります｡

一方､累計件数については､公表する事業場名を問わず､同一の事業場

の過去からの認定件数を公表することから､同一の事業場であれば､複数

枚の ｢確認票｣が作成されていたとしても､同一の件数が記載されること

となります｡

公表リス トには､平成19年度の認定件数､累計件数ともに記載しますが､
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本年6月にも同様の公表を行っていますので､参考に御覧ください｡

(4) 石綿取扱時期､石綿ぱく露作業

問55 石綿取扱時期を公表する理由如何｡

答 石綿関連疾患については､石綿ぱく露から発症までの期間が数十年に及

ぶ場合もあるなど､潜伏期間が非常に長いことから､労災補償等の対象と

なる可能性があることを労働者等に認識していただくために石綿取扱時期

を公表することは必要と考えております｡

問56 石綿ぱく露作業 (労災認定された作業)を公表する理由如何｡

答 労災認定された作業内容を公表することにより､石綿ぱく露の可能性の

ある作業をより具体的に御理解いただき､それらの業務に従事した方への

健康管理等の注意喚起となるものと考えております｡

また､様々な認定例を公表することにより､今回の事業場以外で勤務さ

れていた労働者の方々に､御自身の職歴を振り返って確認していただくこ

とにもつながるものと考えております｡

間57 確認票で記載された石綿ぱく露作業が当社の作業と合っていないO

(｢配管 .断熱 .保温 .ボイラー .築炉関連作業｣のうち､ボイラー､

答 石綿ぱく露作業については､各事業場に対し送付しました ｢石綿ぱく露

作業一覧表｣に記載された作業内容で定型的に記載することとしておりま

す｡貴社においては､定型的な記載では一部事実と異なるということであ

れば､特記事項にその旨を記載します｡

御理解をお願いします｡
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問58 石綿ぱく露作業を ｢造船所内の作業 (造船所における事務職を含めた

全職種)｣としているが､当社では事務職においては石綿ぱく露はないに

もかかわらず､この作業内容は納得できない｡

答 石綿ぱく露作業については､各事業場に対し送付しました ｢石綿ぱく霜

作業一覧表｣に記載された作業内容で定型的に記載することとしており､

造船所内の作業については､｢事務職を含めた全職種｣を必ず入れることと

している｡

したがって､石綿作業の記述を訂正することはできませんが､貴社にお

いて事務職における間接ぱく露を含めた石綿ぱく露がないというのであれ

ば､｢過去事務職において認定はない｡｣等を特記事項に記載することとし

てはどうでしょうか｡

間59 建設業においては石綿取扱い期間､現在の石綿取扱い状況を公表しな

い理由如何○

(当社は､ 17年度公表の際､A支店について石綿ぱく露作業の項目が

公表されているが､今回B支店については､石綿ぱく露作業の項目がな

答 建設業においては､施工現場が多数あり､かつ､作業環境も日々異なる

ものです｡また､従事する労働者も､現場を転々とし､各現場でさまざま

な仕事を行っています｡石綿ぱく露作業についても､吹き付け､建材加工

等の直接取扱いによるぱく露のほかに､こうした作業近辺での間接的なぱ

く露もあり､石綿ぱく露作業を特定させることができません｡

また､今後においても石綿含有建材の解体､改修の際には､引き続き石

綿ぱく露の可能性があるものであり､開始時期､終了時期を特定すること

ができません｡

このため､建設業における石綿取扱い期間､現在の石綿取扱い状況につ

いては､今回､調査 ･公表項目とはしないこととしたものです｡
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(5) 特記事項

問60 ｢前回公表内容に基づく記載｣とは､どういうことか〇二二に記載が

答 ｢前回公表内容に基づく記載｣には､前回公表したときに記載した ｢特

記事項｣の内容が記載されています｡

前回の公表時の ｢特記事項｣と同じ内容でよいのであれば､新たに ｢特

記事項｣を記載する必要はありません｡

もし､｢特記事項｣の内容を変更したいというのであれば､｢前回公表内

容に基づく記載｣を削除又は訂正をし､必要に応じて､新たに ｢特記事項｣

の該当する項目を選択してください｡

問61 ｢特記事項｣には何を記載してもよいのか｡

答 ｢特記事項｣には､代表例を記載していますので､その中から選択し､

必要事項を記載してください｡

代表例の中には､貴社が説明したい内容がないのであれば､｢特記事項｣

の 10番 (建設業の場合は ｢力｣)に丸をつけて､可能な限り簡潔に記入し

てください｡

なお､公表リス トの欄の大きさの問題やわかりやすい表記とするなどの

観点から､行政で修正することがありますので､御理解をお願いします｡

問62 前回公表されたが､｢特記事項｣は一切新聞には掲載されなかったで

答 新聞に掲載されない理由は分かりませんが､厚生労働省が公表したリス

トには､｢特記事項｣は記載されています｡

厚生労働省のホームページには､公表リス トが掲載されていますので､

参考までに御覧ください｡
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(6) 前回公表時の事業場名､累計対象となった事業場名

問63 ｢前回公表時の事業場名｣とは何か｡

答 ｢前回公表時の事業場名｣には､本年3月､6月又は平成17年に事業場

公表した際の事業場名を記載しています｡

つまり､貴社にあっては､〇〇〇 (｢前回公表時の事業場名｣に記載され

ている事業場名)で､過去公表されていますという意味ですO

この ｢前回公表時の事業場名｣に基づき､平成 19年度までの累計の認定

件数を算出し､公表することとしています｡

問64 ｢同一事業場として決定件数を累計する事業場名｣とは何か｡

答 同一事業場であるものの､被災労働者の退職された年月により､最終ぱ

くを事業場名が異なることから､複数の事業場名で公表している場合があ

ります｡

このように､複数の事業場名で公表している事業場にあっては､同一の

事業場として累計の認定件数を出す必要があることから､確認していただ

くため ｢累計対象となった事業場名｣を記載しています｡
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10 その他

間65 公表に関連して当社でも何らかの取組が必要なのか｡

答 公表は厚生労働省において行いますので､貴社において公表自体につい

て特段取組が必要というものではありません｡

なお､公表後､元労働者の方などからより詳しい石綿取扱状況について

問い合わせがあることが考えられますので､そのような場合には､正確な

情報の提供に御協力願います｡

また､石綿による健康障害を発症しているおそれがある方がいらした場

合は､労災請求手続等について労働基準監督署 (近隣住民の場合は､環境

再生保全機構)等へ問い合わせるようお伝えください｡特に､貴社でこれ

まで石綿取扱作業に従事した方を把握しておられる場合は､その方々への

周知やお知らせなどをしていただければ幸いです｡

問66 当社では労災認定された業務以外にも石綿ぱく露作業がある○これ

答 事業場によっては複数の石綿ぱく霜作業も考えられますが､間接的なぱ

く露も含め､ぱく露の形態は様々であることから､これらを網羅して把握

することは困難です｡よって､現に労災認定されたものを情報として公表

することとしています｡

なお､石綿による健康障害を発症しているおそれがある方がいらした場

合は､労災請求手続等について労働基準監督署 (近隣住民の場合は､環境

再生保全機構)等へ問い合わせるようお伝えください｡特に､貴社でこれ

まで石綿取扱作業に従事した方を把握しておられる場合は､その方々への

周知やお知らせなどをしていただければ幸いです｡
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l別添2

既公表事業場に対する事業場所在地の確認等作業要領

1 作業の目的

今回の作業の目的は､平成 20年3月以前に公表された事業場 (以下 ｢既公表事

業場｣という｡)に対し､｢所在地情報確認票｣(様式2)(以下 ｢確認票｣という｡)

を送付することにより､公表予定内容 (所在地)に誤りがないことを確認すること

を目的として実施するO

事業場に対する公表内容に所在地情報を追加する旨の通知は､事前に事業場の同

意を得ることを目的とするものではないことに特に留意すること｡

( 2 作業の内容

(1) 事業場への ｢確認票｣の送付及び回収

本省から ｢所在地情報確認リス ト｣をメールにて送信するので､当該リス トに

基づき､｢確認票｣を作成し､事業場へ送付すること｡

なお､平成 19年度認定事業場として公表予定の事業場 (｢所在地情報確認リス

ト｣において背景を水色で塗りつぶしてある事業場)については､事業場公表の

公表予定内容の確認を行う際に所在地情報の確認を行うともに､過去に公表した

｢石綿ぱく露作業による労災認定事業場一覧｣に所在地情報を追加することを通

知することとしていることから､｢確認票｣の作成及び送付を要しない｡

ア 公表予定内容の事前確認のため事業場に送付する書類について

(ア) ｢石綿ぱく露作業による労災認定事業場一覧の公表内容の追加について｣

く様式 1)

(イ) 所在地情報確認票 (様式2)(以下 ｢確認票｣という)

(ウ) ｢所在地情報確認票｣の記入要領 (ご確認及び修正について)(以下 ｢確

認票記入要領｣という｡)(様式3)

イ ｢確認票｣等の作成について

本省から送信する ｢所在地情報確認リス ト｣に基づき､｢確認票｣に ｢整理

番号｣､｢公表時期｣､｢公表事業場名J及び ｢所在地｣を記載し､作成した ｢確

認票｣の写しをとっておくこと｡

｢確認票｣には､必ず発送元である局又は署名､担当者名､連絡先 (電話番

号､ファクシミリ番号)を記載し､誤りがないかチェックすること｡

(7) 整理番号

｢整理番号｣は､アルファベットと数字により構成し､アルファベットは､

次の当該事業場が記載されている ｢石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一
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覧表｣により ｢a｣から ｢h｣のいずれかを記載し､数字は､当該一覧表に

おいて当該事業場が掲載されている番号を記入すること (例えば､平成 20

年3月 28日に公表した ｢石綿ぱく露作業による労災認定等事業場一覧表｣

の第 1表の ｢番号｣が ｢15｣の事業場については ｢a-15｣と記入する｡)｡

a 平成20年3月28日に公表した ｢石綿ぱく露作業による労災認定等事業

場一覧表｣の第 1表

b 平成20年3月28日に公表した ｢石綿ぱく露作業による労災認定等事業

場一覧表｣の第2表

C 平成 17年8月26日に公表した r石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場

一覧表｣の第 1- 1表

d 平成 17年8月26日に公表した ｢石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場

一覧表｣の第 1-2表

e 平成 17年8月26日に公表した ｢石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場

一覧表｣の第2-1表

f 平成 17年8月26日に公表した ｢石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場

一覧表｣の第2-2表

g 平成 17年7月29日に公表した ｢石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場

一覧表｣の第 1表

h 平成 17年7月29日に公表した ｢石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場

一覧表｣の第2表

(イ) 公表時期

｢公表時期｣は､当該事業場が公表された年月を記入すること｡

(ウ) 事業場名

｢事業場名｣は､原則として､公表した事業場名を記入することとし､公

表していない工場名を記入するなどは行わないこと｡

(エ) 所在地

｢所在地｣は､公表対象事業場の支給決定時の所在地とし､｢丁目｣､｢番

地｣､｢号｣まですべて記載すること｡事業場廃止の場合は､廃止した当時の

事業場所在地を記載する｡事業場廃止後､市町村の合併等により所在地の表

記が変更されたとしても､廃止した当時の表記の事業場所在地を記載するこ

と｡

造船業等の構内下請である場合であっても､○○会社㈱構内等といった表

記については差し控えること｡

建設業であって､最終ぱく露作業を行った現場が明らかである場合で､当

該現場において有期事業として労働保険を成立している場合は､現場の所在
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地を記載し､その他最終ぱく露作業を行った現場が不明である場合等につい

ては事務所の所在地を記載すること｡

ウ ｢確認票｣を送付する事業場について

(ア) ｢確認票｣の送付等に当たっての基本的事項

｢確認票｣の送付は､事業場公表を行った事業場全てに対して行うことと

するが､事業場廃止等により事業主等の連絡先が不明な場合は､｢確認票｣

の送付を要しない｡

なお､｢確認票｣を送付しない事業場については､後記5により､｢所在地

情報確認リス ト｣の ｢送付｣欄に ｢×｣を記入すること｡

個人情報漏えい防止等の観点から､行政から送付は､郵送により行い､フ

ァクシミリによる送信は厳禁とする｡

事業場からの ｢確認票｣の回答については､事業場の負担を軽減する観点

から､ファクシミリによる回答を主とし､郵送による回答も可とすること｡

(イ) 送付先の所在地の確認

認定当時の資料､適用徴収システムの事業場検索､事業場のホームページ

又は電話番号案内等を活用して､送付先の所在地を確認し､当該所在地あて

に ｢確認票｣を送付すること｡

類似の名称の事業場が存在することもあるので､送付先の所在地について

は複数名の者が間違いないか確認を行うこと｡

(ラ) あて先不明により返送された場合の対応

送付した｢確認票｣が､あて先不明等の理由により､事業場へ配達されず､

発送元の局又は署に返送された場合には､公表対象事業場に対して電話によ

り移転先の所在地を確認し､移転先の所在地を確認できた場合には､当該所

在地へ ｢確認票｣を送付すること｡

(2) 事業場からの ｢確認票｣の回答期日及び未回答事業場への対応について

ア 回答期日の設定

事業場からの ｢確認票｣の回答期日については､局において､事業場数に応

じて設定することとするが､概ね送付後1週間を目処に設定すること｡

イ 回答がない場合の対応

回答期日までに回答がない事業場に対しては､電話により督促を行うこと｡

また､回答を得ることが困難な場合には､電話により事業場担当責任者から｢確

認票｣に記載された内容に誤りがないかなど聴取すること｡電話により記載内

容の確認を行った場合には､｢確認票｣の写しに､｢確認票｣の余白に確認した
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日時､行政の聴取担当者の職氏名及び事業場担当責任者の職氏名を記載するこ

と｡

り 電話による確認についても拒否をする場合の対応

電話による確認についても拒否する事業場に対しては､送付した ｢確認票J

の内容により追加する旨を伝達するとともに､事業場が回答を拒否する理由を

聴取し､｢回答 ･公表拒否事業場に関する情報｣(様式4)に当該事業場の申立

て内容を記載し､送信元あてにメールにより送信すること0

3 事業場の申立てへの対応

｢確認票｣の送付後､事業場から公表を拒否するなどの申立てがあった場合は､

別紙2 ｢事業場対応マニュアル (Q&A)｣に基づき対応すること｡

特に､事業場から公表を拒否する旨の申立てがなされた場合には､申立ての内容

を正確に聴取し､追加公表の趣旨 .目的等を踏まえ､十分に説明すること｡

十分に説明をしても､なお公表を拒否する旨の申立てをする事業場については､

送付 した ｢確認票｣の内容により公表する旨を再度説明するとともに､｢回答 ･公

表拒否事業場に関する情報｣(様式4)に当該事業場の申立て内容を記載の上､送

信元あてメールにより送信すること｡

4 ｢確認票｣の回答に基づく対応

公表対象事業場から､｢確認票｣により､所在地を削除してほしい旨の要望があ

った場合は､当該事業場に電話し､要望に応じられない旨を説明すること｡

また､｢確認票｣により､事業場所在地の訂正があった場合は､訂正された所在

地がどのようなものであるか確認をし､確認した結果.認定等を行った監督署の管

轄外の本社の所在地である等公表する所在地として問題がある場合は､当該事業場

に電話し､修正を依頼すること｡

電話により記載内容の確認等を行った場合には､｢確認票｣の写しに､｢確認

票｣の余白に確認した日時､行政の聴取担当者の職氏名及び事業場担当責任者の

職氏名を記載すること｡

5 所在地情報確認リス トの訂正又は記入

回収された ｢確認票｣に基づき､所在地情報を訂正する必要がある場合は､｢所

在地情報確認リス ト｣の ｢事業場所在地｣欄に赤字で訂正入力すること｡

｢確認票｣を送付しない事業場､あて先不明等の理由により ｢確認票｣が事業場

へ配達されない事業場については､｢所在地情報確認リス ト｣の ｢送付｣欄に ｢×｣

を記入すること｡
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なお､事業場名の訂正は行わないこと｡

6 本省報告

事業場から回収した｢確認票｣等の関係資料については､平成20年9月26日(金)

までに本省職業病認定対策室へ速達書留等で送付するか又は送信元 (本省)あてメ

ールにて送信すること｡

電子メールで報告する場合は､事業場から回収した ｢確認票｣等については､P

DFに変換して本省に送信するメールに添付すること｡

なお､｢所在地情報確認リス ト｣については､送信元 (本省)あてメールにて送

信すること｡

( 7 その他

(1) 情報管理の徹底

本件作業に当たっては､従前からの指示どおり､情報管理に万全を期すること｡

(2) 本件作業に係る本省照会先

労災補償部補償課職業病認定対策室認定業務第2係 (内線 :5572､5468)

(担当 :辻､大井､東川)
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別紙 1

作 業 に 係 る 様 式 集

様式番号 標 題

様式 1様式2 石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧の公表内容の

追加について

所在地情報確認票

様式3様式4 ｢所在地情報確認票｣の記入要領

(ご確認及び修正について)



(様式 1)

平成20年〇月〇日

( 発 出 者 名 )

( 事 業 場 名 )

代表者 様

石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧の公表内容の追加について

日頃より労働基準行政の運営について､御理解､御協力を賜り､厚く御礼申し上げます｡

さて､石綿による健康被害については､近年大きな社会問題となっており､厚生労働省

においても､石綿による健康被害防止のための各種対策に取り組むとともに､石綿による

疾病を発症された方について､その迅速な労災補償等に取り組んでいるところです｡

その取組の一つとして､｢労働者災害補償保険法｣又は ｢石綿による健康被害の救済に関

する法律｣に基づき石綿関連疾患として労災認定等された労働者 (元労働者等を含む｡)が

所属していた事業場の名称､所在地等の公表を行っているところですが､今般､平成 20年

3月以前に公表した石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧に､事業場の所在地情報を

追加することとしました｡

つきましては､別添 ｢所在地情報確認票｣の記載内容をご覧いただき､修正のない場合

には､事業場担当責任者名等を記載して頂き､また､所在地情報の修正がございましたら

該当部分を修正の上､下記あて〇月〇日 (○)までにファクシミリ又は郵送により回答願

います｡

問い合わせ先

○○労働基準監督署

所在地 :

TEL :

FAX :

担 当 :



(様式2)

整理番号 a一〇

所在地情報確認票

1 公表時期

2 公表事業場名

3 事業場所在地

(事業場担当責任者) 所属

役職 氏名

連絡先 所在地

TEL FAX



(様式3)

｢所在地情報確認票｣の記入要領

(ご確認及び修正について)

労災認定及び特別遺族給付金の支給に係る調査結果等に基づき記載しています○

修正が必要な場合は､該当部分を二重線により抹消の上､加筆修正をお願いしますo

【1】公表時期

平成17年7月29日､平成17年8月26日､平成20年3月28日のいずれの事業場公表

において､貴事業場が公表されているか年月が記載されています｡

【2】公表事業場名

上記 【1】の事業場公表において､公表されている事業場名が記載されています｡

本欄については､原則として修正をしないでくださいO

【3】事業場所在地

【2】の事業場の所在地を記載しています｡廃止された事業場については､廃止された

当時の所在地を記載しています｡

最終ぱく露事業場としての建設現場の所在地が明らかである場合は､建設現場の所在地

を記載しています｡

ご提出いただいた内容については､当方において､表記の修正等をさせていただくことがありま

すo



(様式4)

回答 ･公表拒否事業場に関する情報

事業場に関する情報 (か整 理 番 号 :A

②事 業 場 名 :

③事業場担当者の職氏名 :

④事業場連絡先 二TEL FAX

申 立 て の 方 法 等 ①申立ての方法等

電話 .確認票の回答 .面談 .その他 ( )

②電話等による対応日時 : 月 日 ( ) 時 分

申 立 て の 内 容

局 .署の対応担当者 ○○労働局 (△△労働基準監督署)

注 1)｢整理番号｣については､ ｢所在地情報確認票｣に記載した整理番号を記載すること｡

注2)本震は1事業場ごとに作成することとし､同一事業場から複数回の申立てがなされた場合にはその都

度､本票を作成すること｡

注3)電話又は面談により申立てを受けた場合には､対応を行った日時を記載することO

注 4) ｢申立ての方法等｣で ｢その他｣を選択した場合には ( )内に具体的に記載を行うこと｡



別紙 2

事業場対応マニュアル (Q&A)

(所在地情報追加対応用)

項 目 ペ-ジ

1 所在地情報の追加の趣旨 2間1 なぜ､既に公表した事業場一覧に､所在地情報を追加するのか○

2 所在地情報の追加への苦情 22

間 2 もともと事業場名の公表については､同意していないので､所

在地情報を追加することに拒否する○

間3 事業場公表されてから時間が経っているが､今頃になって所在

地情報を公表するのか○

3 時期､方法 3問4 情報の追加はいつごろの予定か○

間5 公表方法如何o 3

4 所在地 344455

問6 当社は､○○造船㈱の構内下請をしているが､所在地について

は､元請会社の所在地でよいのかo

問7 石綿作業を行っていない事務所しかないにもかかわらず､所在

地を公表する必要はないのではないかo

問8 公表しようとしている所在地は事務所兼自宅であり､家族の生

活に影響があるので公表されては困るo

問9 事業場廃止されており､公表予定の所在地はマンションが建つ

ているので､当該マンションの住民に迷惑が掛かるのでやめてほ

しい○

間10 事業場は廃止されているが､公表された事業場と同じ所在地に

は､公表された事業場と関係ない会社の事務所 (工場)があり､

迷惑が掛かるので所在地の公表をやめてほしい○

問 11 有期事業の建設業において､労災認定等した場合､公表する事

業場は､工事現場の所在地になるのか○工事現場の所在地を公表

するのであれば､施主に迷惑が掛かるので､会社の事務所の所在
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1 所在地情報の追加の趣旨

問 1 なぜ､既に公表した事業場一覧に､所在地情報を追加するのか｡

答 石綿関連疾患を発症された方に対しては､かつて石綿ぱく露作業に従事

していた場合に労災補償の対象となる可能性があることを認識していただ

き､また､かつて石綿ぱく露作業に従事していたが､石綿関連疾患を発症

していない方に対しては､適切な健康管理に留意していただくために､事

業場公表を行っていますが､公表された事業場において過去従事した経験

のある労働者がより具体的に事業場を認識していただくために､所在地情

報を公表することとしています｡

同様の趣旨から､既に事業場公表している事業場においても､当該事業

場に従事した経験のある労働者の方が､当該事業場を認識しやすいように､

公表している事業場一覧に､事業場の所在地情報を追加することとしまし

た｡

2 所在地情報の追加への苦情

問2 もともと事業場名の公表については､同意していないので､所在地情

答 確認票を送付したのは､事前に所在地情報を追加することをお伝えし､

内容を確認していただくことにより､正確な情報を提供するという趣旨で

す｡情報の追加については､御理解をお願いします｡

(なお､確認票の送付については､所在地情報を追加することに対し同意

を得るために行っているものではありません｡)

問3 事業場公表されてから時間が経っているが､今頃になって所在地情報

答 貴事業場を公表してから､〇年 (又はOか月)経過しますが､過去､幸
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業場公表を行った後に､元労働者等から事業場を確認するため所在地を教

えてほしい等の要望がありました｡

そうしたことから､公表された事業場において過去従事した経験のある

労働者がより具体的に事業場を認識していただくため､本年6月に行った

事業場公表から､所在地情報を公表対象項目としたところであり､既に事

業場公表している事業場においても､公表している事業場一覧に､事業場

の所在地情報を追加することとしました｡

3 時期､方法

問4 情報の追加はいつごろの予定か｡

答 日程は未定ですが､年内には実施する予定です｡

問5 公表方法如何｡

答 厚生労働省において全局分を取りまとめ､事業場の所在地情報を追加す

ることについて記者発表を行います｡

また､記者発表後､厚生労働省ホームページにも掲載している事業場一

覧を､所在地情報が追加された一覧に変更する予定です｡

4 所在地

問6 当社は､○○造船㈱の構内下請をしているが､所在地については､元請

答 事業場の所在地については､原則として労働保険が成立している事業場

の所在地となります｡

したがって､貴社にあっては､○○造船㈱で構内下請を行っているとい

うことですが､その造船所内で労働保険が成立していれば､当該造船所内
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を所在地としてください｡

一方､造船所内の作業が出張作業であり､造船所内で労働保険の成立が

されていない場合は､労働保険が成立している工場又は事務所の所在地と

いうことになりますO

どちらにしても､事業場の所在地としては､労災認定を行った労働基準

監督署の管轄内の所在地である必要があります｡

間7 石綿作業を行っていない事務所しかないにもかかわらず､所在地を公表

答 石綿作業を行っていた場所ではなくても､事業場名と事務所の所在地に

記憶があれば､かつて公表事業場に勤務していた労働者が､具体的に事業

場を認識することが可能であることから､事務所であっても公表を行うこ

ととしているものです｡

問8 公表しようとしている所在地は事務所兼自宅であり､家族の生活に影響

答 石綿関連疾患を発症された方に対しては､かつて石綿ぱく露作業に従事

していた場合に労災補償の対象となる可能性があることを認識していただ

き､また､かつ■て石綿ぱく露作業に従事していたが､石綿関連疾患を発症

していない方に対しては､適切な健康管理に留意していただくために､事

業場公表を行っており､その事業場公表の目的を踏まえると､自宅の住所

であったとしても公表を行わないとすることはできません｡

問9 事業場廃止されており､公表予定の所在地はマンションが建っているの

答 公表対象事業場がかつて当該場所にあったことは事実であり､そこにマ

ンションが建築されていたとしても､公表を行わないとすることはできま

- 4 -



せん｡(間8参照)

間10 事業場は廃止されているが､公表された事業場と同じ所在地には､公

表された事菓場と関係ない会社の事務所 (工場)があり､迷惑が掛かる

答 石綿を取扱っていた事業場が廃止され､新たな事業場が当該所在地で業

務を行っていたとしても､公表対象事業場の所在地を公表しないとするこ

とはできません｡

事業場公表の際には､事業場廃止となっていることも情報提供すること

としており､当該所在地に現存する事業場が別の会社であることは明らか

になると考えます｡

間11 有期事業の建設業において､労災認定等した場合､公表する事業場は､

工事現場の所在地になるのか｡工事現場の所在地を公表するのであれば､

施主に迷惑が掛かるので､会社の事務所の所在地としてほしい｡

答 建設業の場合､事務所の所在地を公表する場合と工事現場の所在地を公

表する場合があります｡

建設労働者の場合は､建設現場を転々と移動することが多く､最終ぱく

を事業場としての現場の把握が困難であることから､当該被災労働者が石

綿最終ぱく露作業を行った当時に所属していた会社を最終ぱく露事業場と

して公表することとし､このような場合､当該会社の事務所の所在地を公

表することとしています｡

一方､最後に石綿ぱく露作業を行った現場を把握することができ､その

現場が､有期事業として労働保険を成立している場合は､労災保険給付も

当該労働保険により行われることから､当該現場の元請事業者を公表する

こととしています｡このような場合は､労働保険を成立した現場の所在地

を公表することとしています｡

労働基準監督署で最終ぱく露事業場としての現場を把握しているのであ

れば､事業場公表の趣旨からも当該現場を公表すべきと考えており､こう

した場合には､会社の事務所の所在地を公表するということはできません｡
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